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16．複数の学科等間での共通開設、義務教育特例、小学校課程要件緩和に係る教職課程認定基準（教員養

成部会）の改正等について（令和３年８月４日事務連絡） 

事 務 連 絡 

令和３年８月４日 

 

教職課程を置く各国公私立大学 

教 職 課 程 担 当 部 局 御中 

 

 

文部科学省総合教育政策局 

教 育 人 材 政 策 課 

 

 

複数学科等間での共通開設、義務教育特例、小学校課程要件緩和に係る教職課程認定基

準（教員養成部会決定）の改正等について 

 

 

「複数の学科間・大学間の共同による教職課程の実施体制について」（令和２年２月 18 日中央教育

審議会初等中等教育分科会教員養成部会教職課程の基準に関するワーキンググループ）及び「「令

和の日本型学校教育」の構築を目指して」（令和３年１月 26 日中央教育審議会答申）の提言等を踏

まえ、複数の学科等間の授業科目・専任教員の共通化や小学校教諭免許状と中学校教諭免許状の教職

課程間の授業科目・専任教員の共通化の範囲の拡大、小学校教諭免許状の教職課程を設置する際の授

業科目開設や専任教員配置の要件の緩和を内容とした教職課程認定基準の改正が行われましたので

お知らせします（別添１参照）。 

なお、同日付で別途に送付する「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行等につい

て」 （総合教育政策局長通知）においても、教職課程認定基準等の改正が含まれているため、左記通

知及び本事務連絡における改正内容を反映させた教職課程認定基準等を別添２～４として添付し

ておりますので、御確認いただきますようお願いします。 

また、本改正（通知における改正内容を含む）を踏まえた教職課程の説明会や変更届の日程等につ

いては、追って御連絡する予定であることを申し添えます。 

 

記 

 

１．改正の要点 

 

（１）複数の学科等の間において授業科目や専任教員の共通化の範囲を拡大 

① 教科専門科目の共通化の範囲の拡大 

（ア）中学校及び高等学校の教科に関する専門的事項（以下「教科専門科目」という。）及び養護に関する科目

について、他学科等の教職課程の授業科目として認定されているものについて、共通開設を可能とす

る。 

（教職課程認定基準４-８（１)ii)①②） 

 

（イ）中学校及び高等学校の教科専門科目について、他学科等で開設する授業科目（全学共通科目等 

を含む）を自学科の教職課程の授業科目として活用可能な範囲については、教育職員免許法施行

規則に定める教科に関する専門的事項に関する科目の半数までとするか、自学科等が開設する教

科専門科目の合計単位数を超えないこととするかのいずれかについて、大学による選択を可能と

する。 
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（教職課程認定基準４－３(２)、４－４(２)、４－８（１）ⅱ)④） 

 

② 教職専門科目の共通化の範囲の拡大 

幼稚園及び小学校の「各教科の指導法に関する科目、教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総

合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（養護教諭及び栄養教諭の場

合の「道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目」を含む）、教育

実践に関する科目」（以下「教職専門科目」という。）について、複数の学科等の間での共通化を可

能とする。（※各教科の指導法及び教育実習については(2)②にも記載） 

（教職課程認定基準４－８（２）) 

 

③ 専任教員の共通化の範囲の拡大等 

（ア） ①及び②により、授業科目の共通化の範囲の拡大に併せて、共通化する授業科目を担当する

教員は、複数の学科等の教職課程において共通して専任教員となること（専任教員の共通化）

を可能とする。 

（教職課程認定基準４－８(４)) 

 

（イ）幼稚園と小学校の教職課程の専任教員については、入学定員が 50 人までは教科専門科目

と教職専門科目についてそれぞれ５人と３人、入学定員が 50 人を超える場合には、50 人

ごとに教科専門科目と教職専門科目の専任教員を１人ずつ（合計２人）追加的に配置するこ

ととしているが、教科専門科目、教職専門科目のいずれか又は合わせて２人の配置を可能と

する。 

（教職課程認定基準４－１（ ３)、４－２（４)） 

 

（２）小学校と中学校の教職課程の間において授業科目や専任教員の共通化の範囲を拡大（義務教育特

例） 

① 教科専門科目の共通化の範囲の拡大 

小学校と中学校等の教科専門科目の共通化を可能とした。また、このうち複数の学科等に小学

校と中学校等の教職課程を置く場合、他学科等で開設する教科専門科目を自学科の中学校の教職

課程の授業科目として活用可能な範囲については、教育職員免許法施行規則に定める教科に関す

る専門的事項に関する科目の半数までとするか、自学科等が開設する教科専門科目の合計単位数

を超えないこととするかのいずれかについて、大学による選択を可能とする。 

（教職課程認定基準４－８（１）ⅰ）③、ⅱ）③④) 

 

② 教職専門科目の共通化の範囲の拡大 

小学校と中学校の各教科の指導法、教育実習について授業科目の共通化を可能とする。 

（教職課程認定基準４-８（２) ⅴ)ⅷ))） 

 

（３）小学校免許状の教職課程の設置の際の科目開設や専任教員配置の要件の緩和 

① 教科専門科目の開設の要件の緩和 

教科専門科目については国語等の１０教科の授業科目を開設しなければならないこととして

いるが、教育職員免許法施行規則第３条第１項表備考第１号において１教科以上の科目の修得

で可能であることを踏まえ、授業科目の開設についても１教科以上として要件を緩和する。 

（教職課程認定基準４－２(１)) 

 

② 専任教員配置の要件の弾力化 

教科専門科目の開設要件の見直しを踏まえ、当該科目に配置する専任教員については現行５教

科以上にわたり５人以上としているものを１人以上とし、残りの４人については教科専門科

目、教職専門科目、複合科目のいずれの配置でも可能として要件を緩和する。 
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 （教職課程認定基準４－２(４)) 

 

（４）適用期日 

令和４年度から適用予定。 

（教職課程認定基準 13) 

 

２．留意事項 

 

（１）中学校及び高等学校の教科専門科目の共通化の範囲の拡大について 

他学科等の授業科目の活用可能な範囲が拡大するが、自学科等で教科の専門性を修得できる学

位プログラムを提供していること（学科等の目的・性格と免許状との相当関係（教職課程認定基

準２（４）の基準は満たすこと）は必要であること。 

 

（２）幼稚園及び小学校の教職専門科目の共通化の範囲の拡大について 

教職専門科目の共通開設の範囲が拡大することにより、教員養成を主たる目的とする学科等の学

生とその他の教職課程を置く学科等（以下、「その他の学科等」という。）の学生が、同じ教職専門科

目を履修する場合には、例えば、その他の学科等の専門の学問分野の必修科目と重ならない時間帯

に開講することや、その他の学科等の学生にもきめ細かな教職指導を行うことなど、学位プログラ

ムの違いを踏まえた学生の履修への配慮が求められること。 

 

（３）小学校及び中学校の両免許状の取得促進 

    教科担任制の導入なども踏まえ、教師には学校段階間の接続を見通して指導する力や、教科等

横断的な視点で学習内容を組み立てる力など、総合的な指導力について教職生涯を通じて身に

付けることが求められるため、養成段階においては、小学校と中学校の両方の免許状を取得する

ことが考えられるが、その際、両方が１種免許状である必要は必ずしもなく、一方を 1 種免許状で

取得し、もう一方は２種免許状を取得するなど、両方の免許状の取得を促進していくことも望まれる

こと。 

 

（４）中学校免許状の教職課程における学修 

中学校免許状を保有する教師が小学校で当該免許状の教科を教えることが可能となっている

こと（教育職員免許法第 16条の 5)に鑑み、中学校免許状取得の際の各教科の指導法において、

小学校段階を意識した教科の指導法等を学修できるよう、各大学におけるカリキュラムの工夫

等が期待されること。 

 

（５）幼稚園と小学校との接続、中学校と高等学校との接続 

幼稚園と小学校との接続や中学校と高等学校との接続についても重要であることから、今回の

教職課程認定基準の改正により、教職課程において小学校と中学校を一体として指導する場合で

あっても、これらの学校種間の接続に関する理解についても、引き続き留意が必要であること。 

 

（６） 小学校免許状の教職課程の設置の際の科目開設や専任教員配置の要件の緩和 

今回の教職課程認定基準の改正により、小学校の教職課程において、例えば、理科や数学の

教科専門科目を重点的に開設してこれらの授業科目を履修することにより教科の専門性を高める

ことや、教科専門科目と各教科の指導法を合せた「複合科目」を開設してこれらの授業科目を履

修することにより実践的な指導力を高めること等が期待されること。 

また、小学校と中学校の教科専門科目の共通開設も併せて活用することにより、両方の免許状取

得の促進も期待されること。 

 

（７） 教職課程の水準の維持・向上 
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今回の教職課程認定基準の改正により、教職課程をより効果的・効率的に実施することが可能

となるが、複数の学科等の間で教職課程運営の責任の所在が不明確になったり、教職課程のカリ

キュラムの体系性が失われたりすることで、質が低下することのないよう、令和４年度から義務

化される全学的に教職課程を実施する組織体制を備えるとともに、当該組織が中心となって、教

職課程の自己点検 

・評価を実施するなど、大学が自主的に教職課程の水準を維持・向上させていく取組を充実させ

ることが重要であること。 

 

 

○今後のスケジュール（予定） 

・令和３年８月中旬：事務連絡（教職課程に関する説明会案内ほか） 

・令和３年９月    ：教職課程に関する説明会（オンライン） 

・令和４年２月中 ： ICT 新設科目の変更届提出期限 

・令和４年２月中 ： ICT 新設科目以外の変更届提出期限 

 

添付資料： 

別添１ 教職課程認定基準（平成 13年 7月 19 日教員養成部会決定）の改正（新旧対照表） 

別添２ 教職課程認定基準（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定）（令和３年８月４日現在

版） 

別添３ 教職課程認定審査の確認事項（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定）（令和３年８月

４日現在版） 

別添４ 教職実践演習の実施に当たっての留意事項（平成 20 年 10 月 24 日課程認定委員会決定） 

（令和３年８月４日現在版） 

参考資料１ 義務教育特例を適用した場合の開設の一例 

参考資料２ 小学校免許状の教職課程を設置する際の要件の緩和について 

 

 

 

 

く本件担当＞ 

総合教育政策局教育人材政策課教員

免許企画室教職課程認定係 

〒100-8959 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 3-2-2   

TEL : 03-5253-4111（内線 2451,2453) 

E-MAIL: kyo-men@mext.go.jp 
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17．教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について（令和３年８月４日通知） 

３ 文 科 教 第 4 3 8 号 

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

殿 

各指定都市・中核市教育委員会教育長 
各 国 公 私 立 大 学 長 
大学を設置する各地方公共団体の長 
各 公 立 大 学 法 人 の 理 事 長 
大学を設置する各学校法人の理事長 
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 
放 送 大 学 学 園 理 事 長 
独立行政法人教職員支援機構理事長 
各 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 機 構 長 
文部科学省が所管する各独立行政法人の長 
文部科学省が所管する各国立研究開発法人の長  
各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 
免許状更新講習の開設者の指定を受けた各法人の長  

 

 

文部科学省総合教育政策局長       

義 本  博 司     

 

 

教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について（通知） 

 

 

 この度、別添１のとおり、「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年文部科学省令

第 35 号）」が公布、一部施行され、別添２のとおり教職課程認定基準（平成 13 年７月 19 日教員養成部

会決定）が、別添３のとおり教職課程認定審査の確認事項（平成 13 年７月 19 日課程認定委員会決定）

が、別添４のとおり教職実践演習の実施に当たっての留意事項（平成 20 年 10 月 24 日課程認定委員会決

定）が改正されました。 

 また、別添５のとおり、「教職課程コアカリキュラム」（「教職課程コアカリキュラムの在り方に関する

検討会」（平成 29 年 11 月 17 日））に新しく新設される「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」

に関するコアカリキュラムを追加し、「教職課程コアカリキュラム」（令和３年８月４日教員養成部会決

定）として改訂しましたのでご連絡いたします。 

 同令等の概要等は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨を十分御理解いただきます

ようお願いします。 

 

記 

 

１ 改正等の趣旨 

「Society5.0 時代に対応した教員養成を先導する教員養成フラッグシップ大学の在り方について

（最終報告）」（令和２年１月 23 日中央教育審議会教員養成部会教員養成のフラッグシップ大学検討

ワーキンググループ。以下「最終報告」という。）において、「教員養成フラッグシップ大学」として

指定を受けた場合に、Society5.0 時代にふさわしい教員養成カリキュラムの研究開発を行い、特別の

授業内容、指導方法等を積極的に取り入れることができるよう、教職課程の特例に関する制度を整備

すべきであるとの提言がされたところです。 

この提言を踏まえ、認定課程を有する大学のうち教員養成に関する教育研究上の実績等を勘案して

文部科学大臣が当該大学を指定する制度を創設するとともに、指定された大学に在学する者が普通免

許状の取得に必要な「教科及び教職に関する科目」において「指定大学が加える科目」を指定大学に



111 
 
 

おいて修得することが可能とする特例の制度を整備するため、教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文

部省令第 26 号。以下「免許法施行規則」という。）について所要の改正を行うものです。 

また、「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別

最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」（令和３年１月 26 日中央教育審議会）において、「各

教科の指導法における ICT の活用について修得する前に、各教科に共通して修得すべき ICT 活用指導

力を総論的に修得できるように新しく科目を設けること」について検討し、速やかな制度改正等を行

うことが必要であることが提言されたところです。 

加えて、学校を取り巻く ICT 環境が急速に変化し、社会において求められる情報リテラシーも高度

化する中で、「AI 戦略 2019」（2019 年６月 11 日統合イノベーション戦略推進会議決定）では、大学

や高等専門学校において 2025 年には、初級レベルの数理・データサイエンス・AI を習得することが提

言されたところです。 

これらの提言を踏まえ、普通免許状の取得に必要な「教科及び教職に関する科目」の事項に「情報

通信技術を活用した教育の理論及び方法」を新設し、１単位を必修化するとともに、普通免許状の取

得にあたって認定課程とは別に修得が求められる科目において、「情報機器の操作」２単位に代わっ

て「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」２単位を修得できるようにするため、免許法施行

規則等について所要の改正を行うものです。 

 

２ 改正等の要点 

（１）指定大学における単位の修得方法に関する特例制度の創設等 

① 「指定大学が加える科目」の新設及び当該科目の修得方法の特例 
（免許法施行規則第２条表備考第 14 号及び第 15 号、第５条表備考第７号並びに第７条第３項） 

ア）幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭の普通免許状授与の所要資格を得るために必要な

「大学が独自に設定する科目」の単位の修得方法において、「指定大学が加える科目」の修得

を追加すること。 

イ）幼稚園、小学校、中学校の教諭の専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得る場合は、

専修免許状又は一種免許状授与に必要な各科目（「領域及び保育内容の指導法に関する科目」

（又は「教科及び教科の指導法に関する科目」）、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道

徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」）の単位数から

二種免許状授与に必要な当該各科目の単位数を除いた残りの単位数までは、「指定大学が加

える科目」をもってあてることができることとすること。 

ウ）高等学校の教諭の専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得る場合は、「教科及び教科

の指導法に関する科目」は８単位まで、「教育の基礎的理解に関する科目」は６単位まで、

「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」は４単位ま

で、「指定大学が加える科目」をもってあてることができることとすること。 

エ）特別支援学校の教諭の専修免許状又は一種免許状の所要資格を得る場合は、専修免許状又は

一種免許状授与に必要な各科目（「特別支援教育の基礎理論に関する科目」、「特別支援教育

領域に関する科目」、「免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する

科目」）の単位数から二種免許状授与に必要な当該各科目の単位数を除いた残りの単位数ま

では、「指定大学が加える科目」をもってあてることができることとすること。 

② 認定課程を有する大学を文部科学大臣が指定する制度の創設 
（免許法施行規則第 21 条の２） 

ア）文部科学大臣は、認定課程を有する大学のうち、教員の養成に係る教育研究上の実績及び管

理運営体制その他の状況を総合的に勘案して、認定課程を有する他の大学の認定課程の改善

に資する教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により指定することが

できることとすること。 

イ）文部科学大臣は、ア）の指定をしたときは、指定大学の名称、指定した日、指定した理由を

インターネットの利用その他の適切な方法により公表すること。 

ウ）文部科学大臣は、指定大学について指定の事由がなくなったと認めるときは、指定を取り消

すものとし、取り消す場合は、その大学の名称、取り消した日、取り消した理由をインター



112 
 
 

ネットの利用その他の適切な方法により公表すること。 

（２）「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する事項の新設等 

① 「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」について 

（免許法施行規則第３条から第５条） 

小学校、中学校、高等学校の教諭の普通免許状授与の所要資格を得るために必要な「教科及

び教科の指導法に関する科目」のうち「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」

を「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」とすること。 

② 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」について 
（免許法施行規則第３条から第５条） 

ア）小学校、中学校、高等学校の教諭の普通免許状授与の所要資格を得るために必要な「道

徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」のうち「教

育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」を「教育の方法及び技術」及び

「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」とすること。 

イ）ア）のうち「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」は１単位以上修得するものと

すること。 

③ 「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」について 

（免許法施行規則第 66 条の６） 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭、養護教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受

けようとする者の修得に必要なものとして定める科目は、「日本国憲法」２単位、「体育」２単

位、「外国語コミュニケーション」２単位、「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」２

単位又は「情報機器の操作」２単位とすること。 

④ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の新設に伴う教職課程認定基準の関係規定

への追加 

（教職課程認定基準３（４）、４－３（５）ⅱ）、４－８（２）ⅰ）②） 

②により「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」を事項として新設したことに伴

い、教職課程認定基準の関係規定に当該事項の文言を追加等すること。 

⑤ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」を含む授業科目の開設方法 

（教職課程認定審査の確認事項２（４）、（５）④） 

「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」は１単位以上の修得が必要になるが、当該

単位数に必要な授業時間数が確保されていることがシラバス上で確認できる場合には、「道

徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」における他の事

項と併せた授業科目の開設を可能とすること。 

⑥ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する授業科目を担当する教員の業績 

（教職課程認定審査の確認事項３（５）） 

「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する授業科目を担当する教員について

は、当分の間、本改正前の「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」、「教育の方

法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」のいずれかの授業科目での活字業績を有して

いる者をもってあてることを可能とすること。 

⑦ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の新設に伴うコアカリキュラムの改正 

（教職課程コアカリキュラム） 

ア）別添５のとおり、「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関するコアカリキュ

ラムを「教職課程コアカリキュラム」（「教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討
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会」（平成 29 年 11 月 17 日）以下「旧コアカリ」という。）に新たに追加し、「教職課程コ

アカリキュラム」（令和３年８月４日教員養成部会決定。以下「新コアカリ」という。）と

したこと。 

イ）（２）②ア）により「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」を「教育の

方法及び技術」及び「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」とすることに伴い、

小学校、中学校及び高等学校においては 

・新コアカリの「教育の方法及び技術」は、旧コアカリの「教育の方法及び技術（情報機

器及び教材の活用を含む。）」のうち、（１）教育の方法論及び（２）教育の技術による内

容とすることとしたこと 

・新コアカリの「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」は、旧コアカリの「教育

の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」のうち、（３）情報機器及び教材の

活用の内容を含め、新たに（１）情報通信技術の活用の意義と理論、（２）情報通信技術

を効果的に活用した学習指導や校務の推進、（３）児童及び生徒に情報活用能力（情報モ

ラルを含む。）を育成するための指導法によって構成される新たなコアカリキュラムを作

成したこと。 

ウ）幼稚園、養護教諭及び栄養教諭においては、「教育方法及び技術（情報機器及び教材の活用を

含む。）」のコアカリキュラムは従来通りの内容とすること。 

エ）（２）①により「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」を「各教科の指導法（情

報通信技術の活用を含む。）」とすることに伴い、新コアカリにおいて文言の整理を行ったこ

と。 

⑧ 「教職実践演習」における ICT の活用 

（教職実践演習の実施に当たっての留意事項３．） 

認定課程の総仕上げとして位置付けられている「教職実践演習」において、認定課程におけ

る各科目の単位の修得を通じて ICT 活用指導力に必要な知識技能が修得されていることを確認

し、不足する場合には補充して定着を図ることができるよう、「教職実践演習」においても

ICT の積極的な活用を図ることとすること。 

（３）専修免許状の取得に必要な大学が独自に設定する科目の修得方法 

（ 免 許 法 施 行 規 則 第 ２ 条 表 備 考 第 1 4 号 、 第 1 1 条 表 備 考 第 １ 号 、 第 1 1 条 の ２ 表 備 考 第 １ 号 、 第 1 6 条 第 ５ 項 ） 

専修免許状授与の所要資格を得るために必要な「大学が独自に設定する科目」において、

「大学が加えるこれらに準ずる科目」を修得することができることとするとともに、免許法施

行規則第 11 条、第 11 条の２、第 16 条に基づいて専修免許状を取得する際に必要な「大学が

独自に設定する科目」における単位の修得方法の例を免許法施行規則第２条表備考第 14 号の

修得方法の例にならうこととすること。 

（４）経過措置規定 

（ 教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 及 び 免 許 状 更 新 講 習 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 附 則 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 ）  

ア）令和４年３月 31 日において認定課程を有する大学や文部科学大臣の指定を受けている教

員養成機関（以下「課程認定大学等」）に在学している者がこれらを卒業するまでに、改正

前の免許法施行規則における「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」に関

する内容を修得しようする場合又は既に当該内容を修得した場合については、改正後の免

許法施行規則における「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」に関する内容

を、改正前の免許法施行規則における「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を

含む。）」に関する内容を修得しようとする場合又は既に当該内容を修得した場合について

は、改正後の免許法施行規則における「教育の方法及び技術」又は「情報通信技術を活用

した教育の理論及び方法」に関する内容を修得したものとみなすこととすること。 

イ）令和４年３月 31 日において課程認定大学等に在学している者がこれらを卒業するまで

に、改正前の免許法施行規則における「大学が独自に設定する科目」において「各教科の

指導法（情報通信技術の活用を含む。）」、「教育の方法及び技術」、「情報通信技術を活用し
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た教育の理論及び方法」に関する内容を修得しようする場合又は既に当該内容を修得した

場合については、改正後の免許法施行規則における「各教科の指導法（情報通信技術の活

用を含む。）」、「教育の方法及び技術」又は「情報通信技術を活用した教育の理論及び方

法」に関する内容をそれぞれ修得したものとみなすこととすること。 

ウ）教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）別表第３備考第６号に掲げる講習、公開講

座、認定通信教育の課程（以下「認定講習等」という。）を履修している場合又は既に修得

した場合についてもア）イ）と同様に、それぞれ改正前の免許法施行規則における内容

を、改正後の免許法施行規則における内容として修得したものとみなすこととすること。 

エ）上記ア）イ）の場合において課程認定大学等に在学している者は卒業を待たずに改正前の

免許法施行規則における内容を改正後の免許法施行規則における内容として修得したもの

とみなすこととして差し支えないこと。 

 

３ 施行期日 

令和４年４月１日から施行すること。 

なお、（１）及び（３）については、公布の日（令和３年８月４日）から施行すること。 

  

４ 留意事項等 

（１）指定大学が加える科目の単位修得上の扱いについて 

① 指定大学の指定が取り消された場合、指定が取り消されるまでの間に修得した指定大学が加

える科目の単位については、引き続き、普通免許状の授与に必要な教科及び教職に関する科目

として有効に扱って差し支えないこと。 

② 指定大学が学力に関する証明書を発行するに当たっては、幼稚園、小学校、中学校及び高等

学校の教諭の普通免許状の場合は、「大学が独自に設定する科目」のうち「指定大学が加える科

目」であることを、特別支援学校の教諭の普通免許状の場合は、「特別支援教育に関する科目」

のうち「指定大学が加える科目」であることを、備考欄を活用する等により明確に記載するよ

うにすること。 

証明書発行事務の参考のため省令改正後の実際の記入方法について、別途文部科学省ホーム

ページに作成例を掲載する予定であること。 

③ 都道府県教育委員会においては、「指定大学が加える科目」については、普通免許状の授与に

必要な「教科及び教職に関する科目」のいずれかの科目にあてることができることを踏まえ、

普通免許状の授与事務において②の学力に関する証明書を基に適切に普通免許状の授与が行え

るようにすること。 

④ 指定大学において「指定大学が加える科目」を修得した者が指定を受けていない大学に編入

学等をする際に、免許法施行規則第 10 条の３を活用する場合は、入学先の大学が認めるところ

により当該大学が有する認定課程の科目の単位として認めることとされているが、「指定大学

が加える科目」は指定大学において修得することができる科目であるため、指定を受けていな

い大学においては、単なる「大学が独自に設定する科目」の単位として整理することとなるこ

と。 

そのため、「指定大学が加える科目」として整理するためには、指定大学において学力に関

する証明書を発行することが望ましいこと。 

⑤ 免許法施行規則第 11 条、第 11 条の２、第 13 条、第 15 条、第 16 条、第 18 条の２、第 18 条

の４においては、第２条表備考第 14 号の修得方法の例にならうものとすることとされているこ

とから、２（１）①ア）及び２（３）と同様に「大学が独自に設定する科目」に「指定大学が

加える科目」及び「大学が加えるこれらに準ずる科目」を加えることができることとするこ

と。 

（２）指定制度について 

① 最終報告において示された５年を基準として指定する事由がなくなったと判断する場合にお
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いて指定の取り消しを行い，指定の事由が引き続き認められる場合は継続することを可能とす

ること。 

なお，文部科学大臣は，指定の事由がなくなった場合は，教員養成フラッグシップ大学の指

定を取り消すこととされており，指定の事由がなくなったと認められる場合は，５年を経過す

る前にも指定を取り消すことがあること。 

② 「指定大学が加える科目」は、「大学が独自に設定する科目」の一つではあるものの、従来

の「領域（又は教科）に関する専門的事項に関する科目」や「保育内容（又は各教科）の指導

法に関する科目」、「教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」、「大学が加えるこれらに準

ずる科目」ではない新しい科目として加えられるものであることを踏まえ、指定大学が「指定

大学が加える科目」を開設する場合は、当該趣旨を踏まえ、普通免許状の授与に必要なものの

範囲において新たな内容を含む科目とすること。 

③ 指定制度の詳細なスケジュールや具体的な申請要件等については追って教職課程を置く各国

公私立大学に連絡する予定であること。 

（３）「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の修得方法について 

① 免許法施行規則第２条表備考第 12 号において規定される幼稚園と小学校の教諭の普通免許状

の授与に際して修得が必要な単位の流用の規定においては、「道徳、総合的な学習の時間等の指

導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用

を含む。）に係る部分に限る。）」について、同規則第３条第１項の表の場合においても同様とす

る場合は、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（教

育の方法及び技術に係る部分に限る。）」と読み替えて扱うこととすること。 

② 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令（以下「改正省令」という。）附則第２項及

び第３項に規定される経過措置により、改正前の認定課程及び認定講習等において「教育の方

法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」を修得した者は、改正後の認定課程及び認定

講習等において「教育の方法及び技術」又は「情報通信技術に関する教育の理論及び方法」に

読み替えることができることとなるが、この場合においても修得する総単位数に不足がないよ

う徹底すること。 

③ 改正後の免許法施行規則による学力に関する証明書の様式や記入方法については、証明書発

行事務の参考のため、別途文部科学省ホームページに作成例を掲載する予定であること。 

④ 改正省令の附則第２項及び第３項に規定する在学には科目等履修生として在籍する場合も含

まれること。 

（４）「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の開設について 

① 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」については、小学校及び中学校教諭の一種

免許状及び二種免許状並びに高等学校教諭の一種免許状の教職課程に令和４年度以降に入学す

る者に適用される。科目の変更届の提出については、８月中に教職課程を置く大学等に連絡予

定であること。 

② 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」については、幼稚園教諭、養護教諭、栄養

教諭免許状の認定課程における「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」に

おいて 1 単位以上の授業時間数の確保がシラバス上で確認できる場合には、共通開設が可能で

あること。 

③ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」を含む科目を担当する教員が当該科目に関

する研究業績等を有しておらず、「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」「教育

の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」のいずれかに関する活字業績を有してい

る者をもってあてる場合であっても、大学は当該担当教員が当該科目に関する活字業績を備え

ることを引き続き促進すること。 

（５）「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」について 
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① 大学においては、免許法施行規則第 66 条の６により「数理、データ活用及び人工知能に関す

る科目」を設置する場合は、数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度実施要綱

（令和３年２月 24 日。文部科学大臣決定。）により「数理」「データ活用」「人工知能」の内容

が包含されたものとして科目を構成しているものが適用されることとなることに留意して科目

の設定をするとともに、設定に当たっては認定がなされたものであることを証明する書類とと

もに届出を行うこと。 

② 免許法施行規則第 66 条の６の科目の単位の修得にあたっては、「数理、データ活用及び人工

知能に関する科目」２単位又は「情報機器の操作」２単位のいずれかを修得することが求めら

れることになるが、「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」が設置されている大学にお

いては、在学する学生に対して積極的に当該科目を修得させることが望ましいこと。 

（６）認定課程全体を通じた ICT 活用指導力の育成について 

① 大学等においては、ICT を活用した学習活動の意義等について学生自らが経験的に理解してお

くことも重要であることから、特定の科目に限らず教職課程の授業全体で ICT を積極的に活用

することが期待されること。さらに、こうした学修を行うためには、教職課程の授業において

ICT が普遍的に使用できる環境整備に努めることも期待されること。 

② 大学等においては、「教職課程における教師の ICT 活用指導力充実に向けた取組について」

（令和２年 10 月５日中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会）を踏まえ、教育委員会

や学校の具体的な取組の参考となるよう作成された手引や動画コンテンツ等を教職課程の授業

等で活用して、学生がより実践的に、また確実に教員の ICT 活用指導力を身に付けることがで

きるよう取り組んでいただいているところであるが、引き続き、こうした教師向け研修資料を

活用した実践的な学修活動の充実に取り組んでいただきたいこと。 

③ 大学等においては、「教職実践演習」における ICT の活用場面として、教員としての表現力や

授業力等を身に付けているか確認するための模擬授業での活用などが考えられること。なお、

授業科目のシラバスを変更するだけの場合は、認定課程の変更届は不要であること。 

④ 大学等においては、認定課程における ICT 活用指導力の取組状況についても、自己点検・評

価し、改革・改善につなげていくことが必要であること。また、学校を取り巻く ICT 環境は急

速に変化していることから、大学等の取組もこうした変化に対応していくことが必要であるこ

と。 
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添付資料： 

別添１「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令」（令和３年文部科学省令第 35 号） 

別添２教職課程認定基準（平成 13 年７月 19 日教員養成部会決定）の改正（新旧対照表） 

別添３教職課程認定審査の確認事項（平成 13 年７月 19 日課程認定委員会決定）の改正（新旧対照表） 

別添４教職実践演習の実施に当たっての留意事項（平成 20 年 10 月 24 日課程認定委員会決定）の改正（新

旧対照表） 

別添５「教職課程コアカリキュラム」（令和３年８月４日教員養成部会決定） 

参考資料１「教員養成フラッグシップ大学構想について」 

参考資料２「教職課程における ICT 活用に関する内容の修得促進に向けた取組」（概要） 

参考資料３「教職課程における教師の ICT 活用指導力充実に向けた取組について」（令和２年 10 月５日中

央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会） 
 
 
 
  本件担当：文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

○教育職員免許法施行規則等に関すること 

教員免許企画室免許係      

電話：03-5253-4111(内線：3969) 

E-MAIL：menkyo@mext.go.jp 

○ICT 科目、教職課程全般に関すること 

教員免許企画室教職課程認定係 

電話：03-5253-4111(内線：2451) 

E-MAIL：kyo-men@mext.go.jp 

○教員養成フラッグシップ大学に関すること 

教員養成企画室教育大学係、教職大学院係    

電話：03-5253-4111(内線：3498、3778) 

E-MAIL：kyoin-y@mext.go.jp  
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18．教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の公布及び特別支援学校教諭免許状コア

カリキュラムの策定等について（令和４年７月 28 日通知）（抄） 

４文科初第 969 号 

令和４ 年７ 月 28 日 

 

各  都  道  府  県  教  育  委  員  会  教  育  長 

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 教 育 委 員 会 教 育 長  

各   国   公   私   立   大   学   長  

大 学 を  設 置  す る  各  地 方 公  共 団  体 の  長 

各  公  立  大  学  法  人  の  理  事  長  

大 学 を  設 置  す る  各  学 校 法  人 の  理 事  長       

大 学 を 設 置 す る 各 学 校 設 置 会 社 の 代 表 取 締 役 

放   送   大   学   学   園   理   事  長  

各 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 機 構 長 

文 部 科 学 省 が 所 管 す る 各 独 立 行 政 法 人 の 長 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 

 

 

文部科学省総合教育政策局長 

藤 原 章 夫 

 

文部科学省初等中等教育局長 

伯 井 美 徳 

 

 

 

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の公布及び

特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムの策定等につい

て（通知） 

 

この度、別添１のとおり、「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（令和４年文部科学省令

第 24 号）」（以下「改正省令」という。）が公布され、別添２のとおり「教職課程認定基準」（平成 13 

年７月 19 日教員養成部会決定）が、別添３のとおり「教職課程認定審査の確認事項」（平成 13 年 7 

月 19 日課程認定委員会決定）が、別添４のとおり「特別支援学校教諭免許状に係る審査の考え方」（令

和元年 12 月 12 日課程認定委員会決定）が改正されました。また、別添５のとおり、「特別支援学校

教諭免許状コアカリキュラム」（令和４年７月 27 日特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関す

る検討会議決定）が策定されましたので、御連絡します。 

同令等の概要等は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨を十分御理解いただ

きますようお願いします。 

 

記 

 

第１ 改正等の趣旨 

   令和３年１月 25 日に「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」において報告 

が、同年１月 26 日には中央教育審議会において、答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指し

殿 
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て～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」が取りまと

められた。 

これらの会議において、特別支援教育を担う教師の専門性の向上を図るため、 

・教育職員免許法体系に、特別支援学校学習指導要領等を根拠にした、知的障害者である子供に対

する教育を行う特別支援学校の各教科等、自立活動、重複障害者等に関する教育課程の取扱いや発

達障害を位置付けること 

・見直した教職課程の内容や水準を全国的に担保するため、小学校等の教職課程同様、共通的に修

得すべき資質・能力を示したコアカリキュラムを策定することが必要であること 

等が提言された。 

この提言を踏まえ、教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）（以下「施行規則」という。）

第７条第１項（特別支援教育に関する科目の単位の修得方法）等を一部改正し、特別支援学校教諭

免許状の修得に当たって必要となる内容等を規定するものである。 

併せて、文部科学省の下に令和３年 10 月に設置された「特別支援教育を担う教師の養成の在

り方等に関する検討会議」及び同会議の下に設置された「特別支援学校教諭の教職課程コアカリキ

ュラムに関するワーキンググループ」における検討を踏まえ、「特別支援学校教諭免許状コアカリキ

ュラム」を策定するものである。 

また、高等学校学習指導要領の改訂に伴い、施行規則第５条等の「総合的な学習の時間」を「総合的な探究の時

間」に改める等の規定の整備を行うものである。 

 

第２ 改正等の要点 

１  教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 

（１）特別支援教育を担う教師の専門性の向上関係 

① 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目に、各特別支援

教育領域に関する自立活動に関する内容を含むこと（施行規則第７条第１項の表備考第 ３号

関係）。 

② 知的障害者に関する教育の領域における心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程

及び指導法に関する科目に、そのカリキュラム・マネジメントを含むこと（施行規則第 ７条

第１項の表備考第４号関係）。 

③  第 ３ 欄（免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目）に

掲げる科目に、重複障害者及び発達障害者に関する教育を含むこと（施行規則第７条第１項

の表備考第５号関係）。 

④   令和６年３月 31 日において課程認定大学または教員養成機関に在学している者が、こ

れらを卒業するまでに改正前の施行規則（以下「旧規則」という。）の規定により旧規則第 ７条

第１項の表第２欄及び第３欄に掲げる科目の単位を修得する場合又は同日までに旧規則

の規定により同科目の単位を修得した場合は、当該単位を改正後の施行規則（以下「新規則」という。）

第７条第１項の表第２欄及び第３欄に掲げる科目の単位とみなすこと（改正省令附則第２項

関係）。 

 

（２）高等学校学習指導要領の改訂に伴う規定の整備 

①  高等学校教諭普通免許状の授与に必要な科目の単位に含めることが必要な事項等について、

「総合的な学習の時間」を「総合的な探究の時間」に改める等の規定の整備を行うこと（施行規則第５

条第１項、第９条、第 10 条及び第 65 条の８関係）。 

② ①の施行日（公布日である令和４年７月 28 日）において課程認定大学、教員養成機関、

養護教諭養成機関又は栄養教諭養成機関に在学している者で、これらを卒業するまでに旧 
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規則の規定により総合的な学習の時間の指導法等に関する科目の単位を修得する場合、同日

において免許法認定講習・公開講座・通信教育の課程を履修している者で、同科目の単位を修

得する場合又は同日までに同科目の単位を修得した場合は、当該単位を新規則に規定する総

合的な探究の時間の指導法等に関する科目の単位とみなすこと（改正省令附則第３項関係）。 

 

２ 教職課程認定基準等の改正 

１の改正に伴い、教職課程認定基準等について、以下のとおり改正する。 

（１）教職課程認定基準 

第３欄に掲げる「免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科

目」に含むべき事項の改正に伴う改正（教職課程認定基準４－５（３））。また、１（２）①の改正

を踏まえ、高等学校等に係る「総合的な学習の時間」を「総合的な探究の時間」に改正するもの（教

職課程認定基準４－４（５）ii）等）。 

 

（２）教職課程認定審査の確認事項 

特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムの策定に伴い、審査の確認の観点として、本コ

アカリキュラムを追加するもの（教職課程認定審査の確認事項２（７））。 

 

（３）特別支援学校教諭免許状に係る審査の考え方 

本コアカリキュラムの策定に伴い、教育課程（シラバス）についての審査の考え方を削除する

もの。また、「心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習」に係る取扱いについて、特

別支援学校の設置状況等を踏まえ、削除するもの。 

 

３ 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム 

特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムは、１種免許状の取得に必要な単位を念頭に以下の

とおり構成されている。 

（１）「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム」の作成の背景と考え方 

 

（２）特別支援教育に関する科目 

教職課程の第１欄から第３欄の科目に含めることが必要な事項について、当該事項を履修

することによって学生が修得する資質能力を「全体目標」、全体目標を内容のまとまり毎に分化させ

た「一般目標」、学生が一般目標に到達するために達成すべき個々の規準を「到達目標」として

整理している。 

① 【第１欄】特別支援教育の基礎理論に関する科目 

② 【第２欄】特別支援教育領域に関する科目 

・視覚障害者に関する教育の領域 

・聴覚障害者に関する教育の領域 

・知的障害者に関する教育の領域 

・肢体不自由者に関する教育の領域 

・病弱者（身体虚弱者を含む）に関する教育の領域 

③ 【第３欄】免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 

・発達障害者に関する教育の領域 

・重複障害者に関する教育の領域 
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第３ 施行期日等 

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の施行日は令和６年４月１日とすること。ただし、

第２の１（２）①については、公布の日から施行すること（改正省令附則第１項）。 

また、特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムに基づく教職課程については、大学において点

検・見直しを行い、準備が整った大学においては科目等の変更届の提出により、令和５年４月から、それ以外

の大学においては遅くとも令和６年４月には、特別支援学校教諭免許状の教職課程を有する全て

の大学において、新たな教職課程を開始すること。 

 

第４ 留意事項等 

１  教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 

（１）特別支援教育を担う教師の専門性の向上関係 

① 知的障害者に関する教育の領域における心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及

び指導法に関する科目に、そのカリキュラム・マネジメントを含むことについて（施行規則

第７条第１項表の備考第４号関係） 

特別支援学校においては、学校教育法施行規則第 126 条第１項、第 127 条第１項及び第128 

条第１項の規定により、原則、小学校等に準じた教育課程が編成されているが、知的障害の

ある児童生徒を対象とした特別支援学校（以下、「知的障害の特別支援学校」という。）におい

ては、同規則第 126 条第２項（小学部）、第 127 条第２項（中学部）及び第128 条第３項（高

等部）により各教科等が別に規定されており、特に示す場合を除き、全ての児童生徒に履修さ

せるものとされている。また、同規則第 130 条第２項により、知的障害又は重複障害のある

児童生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、特別の教科である道徳、外

国語活動、特別活動及び自立活動の全部又は一部について、合わせて授業を行うことができること

とされている。 

知的障害の特別支援学校において、同規則第 130 条第２項の規定に基づき、各教科等を合わ

せた指導を行う際に、各教科等の目標及び内容への意識が不十分なまま指導が行われることの

ないよう、各学校には、児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を考慮し、各教

科等の一部を合わせるのか、又は全部を合わせるのかを含め、その各教科等を合わせた指導の

在り方について、カリキュラム・マネジメントの趣旨を踏まえて十分検討することが求められ

ている。 

今般の改正は、この趣旨を教職課程において反映するため、知的障害者に関する教育の領域

における心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目において、

幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の免許状を取得する際の教職課程にお

いて履修する「教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）」の内

容との関連を図りつつ、知的障害者に関する教育の領域の特性を踏まえたカリキュラム・マネ

ジメントが取り扱われるよう、新たに規定したものである。特別支援学校教諭免許状の教職課

程を置く大学においては、こうした規定の趣旨も踏まえ適切に当該科目を開設されたいこと。 

 

② 単位の修得方法に係る取扱いについて 

今般の単位の修得方法に係る改正については、新たに特別支援学校教諭の普通免許状の授与

を受ける場合（施行規則第７条第１項）のみならず、免許状に定められている特別支援教育領

域以外の特別支援教育領域（以下「新教育領域」という。）の追加の定めを受けようとする場合（施

行規則第７条第４項及び第６項）又は特別支援学校自立教科教諭の普通免許状の授与を受ける

場合（施行規則第 64 条第１項の表備考第１号、同条第２項の表備考第３号）に、修得を必要とす

る施行規則第７条第１項の表備考第２欄及び第３欄に掲げる科目の単位についても適用される

こと。 

なお、この場合であっても、旧規則に基づき修得した第７条第１項の表第２欄及び第３欄
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に掲げる科目の単位については、新規則の同科目の単位とみなすこととしている（第２、 １（１）

④）ことから、本改正前に取得した単位を、免許状の新教育領域の追加の定めを受ける場合

等に必要な単位に充てることは可能であること。 

 

（２）特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムに基づく新たな教職課程の認定手続は、令和６年度

開設の申請から適用されること。また、教職課程認定申請を行わない大学においては、科目等の

変更届の提出により、手続を行うこと。なお、本件に関する説明会を本年９月頃に開催（web 開

催）する予定であること。詳細は、本年８月中に別途連絡する予定であること。 

 

２ 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム 

（１）「自立活動」について 

第１欄の科目の「特別支援教育に関する制度的事項」にある「自立活動」の内容と、第２欄の

科目で示している「自立活動」の内容との関連について、十分留意すること（別添５－４の「例

１」を参照）。 

 

（２）欄間の考え方について 

本コアカリキュラムは、必要最低限の内容を示したものであり、法令上、複数の障害を併せ有

する者に関する教育については第３欄に示しているが、例えば、第２欄の教育課程及び指導法と

第３欄の複数の障害を併せ有する者に関する教育とを関連させた授業の実 施を妨げるもので

はないこと（別添５－４の「例２」を参照）。 

 

（３）その他 

本コアカリキュラムで示している内容に関する参考資料として、「特別支援教育を担う教師の

養成の在り方等に関する検討会議」等の審議の過程で議論された内容を別添５－２で補足事項と

して示している。また、欄間の関係については各欄・科目の概観図を別添５－３において示している。

加えて、欄間で関連する事項の取扱いの考え方は、別添５－４に例示している。 

なお、これらの資料は教職課程認定審査の確認事項２（７）③において掲げる「特別支援学校

教諭免許状コアカリキュラム」には含まれるものではないこと。 

 

（添付資料） 

・別添１ 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（令和４年文部科学省令第 24 号） 

・別添２ 教職課程認定基準 （平成 13 年７月 19 日教員養成部会決定）の改正（新旧対照表） 

・別添３ 教職課程認定審査の確認事項（平成 13 年７月 19 日課程認定委員会決定）の改正 

（新旧対照表） 

・別添４ 特別支援学校教諭免許状に係る審査の考え方（令和元年 12 月 12 日課程認定委員会

決定）の改正（新旧対照表） 

・別添５－１ 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム（令和４年７月 27 日特別支援教育を担う

教師の養成の在り方等に関する検討会議決定） 

・別添５－２ 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム補足事項 

・別添５－３ 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムにおける各欄・科目の関連 概観図 
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・別添５－４ 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム（欄間で関連する事項について

の取扱いの例） 

 

（参考 URL） 

・文部科学省ウェブサイト 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm 

 

 

 

 

〔担当〕 

（今般の改正等の趣旨、その他に関すること） 

文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課 企画調査係 

03-5253-4111（内線 3193） E-mail: tokubetu@mext.go.jp 

 

（教員免許に関すること） 

文部科学省 総合教育政策局 教育人材政策課 免許係 

03-5253-4111（内線 3968, 3969） E-mail: menkyo@mext.go.jp 

 

（教職課程に関すること） 

文部科学省 総合教育政策局 教育人材政策課 教職課程認定係 

03-5253-4111（内線 2453, 2451） E-mail: kyo-men@mext.go.jp 



124 

 

19．教育職員免許法施行規則及び教職課程認定基準等に関する質問回答集について

（最終改定：令和３年 11 月２日） 

事 務 連 絡 

令和３年１１月２日 

 

 

 

教職課程を置く各国公私立大学教職課程認定担当課 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 教 職 課 程 担 当 課 

 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

 

 

 

 

教育職員免許法施行規則及び教職課程認定基準等に関する質問回答集について 

 

 

日頃から、教員養成の充実に御尽力いただきありがとうございます。 

「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年文部科学省令第 25 号）」及び

教職課程認定基準等の改正に関し、これまでお寄せいただいた質問を踏まえ、別添のとおり質問

回答集をまとめましたので、参考に送付いたします。 

各大学等におかれましては、本回答集を参照いただき、適切な教職課程の実施及び学生への履

修指導等を行っていただきますようお願いします。 

 

 

 

 
 

 

  

御中 

【本件担当】 

 文部科学省 総合教育政策局 

教育人材政策課教員免許企画室 

 

○教育職員免許法施行規則に関すること 

 免許係 

TEL：03-5253-4111（内線 3969） 

Email：menkyo@mext.go.jp 

○ICT 事項科目、教職課程に関すること 

 教職課程認定係 

TEL：03-5253-4111（内線 2453） 

Email：kyo-men@mext.go.jp 
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教育職員免許法施⾏規則及び課程認定基準等の改正に関する質問回答集
令和３年１１⽉２⽇現在

No. カテゴリ 問合せ内容 回答

1 ICT事項科⽬

幼稚園課程の各科⽬に含める必要事項は「教育の⽅法及び技術（情報
機器及び教材の活⽤を含む。）」となっており、⼩・中・⾼のICT事項
科⽬とは事項名が異なるが、授業科⽬名称を⼩・中・⾼と同じ「教育
⽅法及び技術(情報通信技術の活⽤を含む）」とし、幼と⼩で共通開設
することは可能でしょうか。

幼稚園教諭、養護教諭、栄養教諭免許状における「教育の⽅法及び
技術(情報機器及び教材の活⽤を含む。)」は、⼩・中・⾼の事項名
と異なるが、従前の事項においては事項名・コアカリキュラムとも
に同⼀であったことに鑑み、幼・養護・栄養の課程においても、
「教育の⽅法及び技術(情報機器及び教材の活⽤を含む。)」の内容
を満たした上で、ICT事項に係る内容の1単位以上の授業時間の確保
がシラバス上で確認できる場合には、⼩・中・⾼と共通開設が可
能。

2 ICT事項科⽬
本学は幼稚園⼆種免許のみの課程認定を受けているが、ICT事項科⽬の
開設は可能か。

幼稚園教諭免許状の必要事項である「教育の⽅法及び技術（情報機
器及び教材の活⽤を含む。）」のコアカリキュラムの内容を満たし
た上で、ICT活⽤等の内容を充実するなど科⽬を変更することは可
能ですが、あくまで当該事項での開設となります。

3 ICT事項科⽬

ICT事項科⽬の新設等について、既存の「教育⽅法論」の科⽬名称は変
更せずに、コアカリキュラム及びシラバスにおいて「情報通信技術を
活⽤した教育の理論及び⽅法」事項が追加で記載されていれば良い
か。

どの事項の内容を含めて開設しているのか、科⽬名称で明確にする
必要があるため、例えば「教育⽅法・情報通信技術活⽤論」や「教
育⽅法論（ICT活⽤含む）」など、科⽬名称を⼯夫することが望ま
しい。

4 ICT事項科⽬
ICT事項科⽬は、教職課程履修者のみならず多くの学⽣に学んでもらい
たいと考えているため、⼀般教養的な広く多くの学⽣が履修できる科
⽬群に開講してもよいか。

教員養成を主たる⽬的とした学科でない場合、ICT事項科⽬は教職
専⾨科⽬であるため、⼤学のどの科⽬群に開設するのかは⼤学の判
断によるが、科⽬の内容はコアカリキュラムにあるとおり、⼀般的
なICTの技術のみを学ぶものではなく、それらを活⽤した教育の理
論と⽅法を学ぶものである。このため、教職課程の履修者以外の学
⽣の履修を妨げるものではないが、教職専⾨科⽬としての質を担保
する必要があることに御留意いただきたい。

5 ICT事項科⽬

（1）「教育の⽅法及び技術」を従来の情報機器及び教材の活⽤を含む
内容で2単位開設すれば、「教育の⽅法及び技術」（⼩学校⽤）と「教
育の⽅法及び技術（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」（幼稚園
⽤）の共通開設は可能か。（なお、ICT事項科⽬は１単位で別途新設
し、⼩必修、幼選択を想定）
（2）中・⾼と養護においても（1）と同様にすることは可能か。

(1)(2)ともに可能ですが、共通開設とするならば授業科⽬名・シラ
バスを共通にする必要があります。

6 ICT事項科⽬
ICT事項科⽬について、①開講授業における1単位分の科⽬（授業）時
間数はどのようになるか。②開講授業における授業形態（演習または
講義等）はどのような形態が望ましいか。

①⼤学の時間数の換算により１単位分の時間が確保されていれば良
い（講義であれば通常は７〜８コマ程度を想定）。
②授業形態については特段定めていないため、⼤学の判断によりシ
ラバスの内容に即し教育効果の⾼い⽅法で実施いただきたい。実践
的な内容とするため、適宜演習等を含めることが考えられる。

7 ICT事項科⽬
ICT事項科⽬改正に伴い、中⾼免許の課程に新科⽬を追加するが、従来
の「教育⽅法論」はそのまま開設したい。その場合の「教育⽅法論」
は、中・⾼、養護教諭、栄養教諭で共通開設することは可能か。

ご質問の場合、「教育⽅法論」の授業内容が従来の「教育の⽅法及
び技術（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」のコアカリキュラム
を満たすものとして開設され、かつ、中⾼の課程には新たな授業科
⽬（ICT事項科⽬）の履修を追加で求めるのであれば、「教育⽅法
論」は中・⾼・養・栄で共通開設が可能。

8 ICT事項科⽬

現在課程認定申請の審査中であるが、ICT事項科⽬に関し、①認定後、
令和4年4⽉に開始するまでの間に、ICT事項関連科⽬の名称変更等はで
きるか。②もし、①ができない場合、令和5年2⽉までに⾏うICT事項科
⽬変更届において変更は可能か。（適⽤は令和4年度⼊学者の２年次以
降）

ICT事項関連科⽬の開始が、令和５年４⽉以降であれば、①、②い
ずれも可能（①②いずれも、ICT事項科⽬変更届により、各年度の
２⽉末⽇までに提出のこと）。

9 ICT事項科⽬

ICT事項科⽬を令和４年度⼊学⽣のカリキュラムにおいて、３年次対象
の科⽬（開講年度は令和６年度）とした場合であっても、令和４年度
に⼊学する編⼊学⽣や科⽬等履修⽣に対応するために、令和４年度か
ら、「情報通信技術を活⽤した教育の理論及び⽅法」を開講する必要
がありますでしょうか。

原則、令和４年度の⼊学者向けのカリキュラムからの対応になる
（編⼊学者、科⽬等履修⽣向けに開設することを妨げないが任
意）。

10 ICT事項科⽬

①ICT事項科⽬の開設年度について、令和5年度開設の場合、令和4年度
⽣に対して２年次配当という理解で間違いないか。
②ICT事項科⽬の教員カウントについて、ICT新設科⽬と、教育⽅法の
科⽬について、同⼀の教員をカウントすることは可能でしょうか。も
しくは、新科⽬について⾮常勤講師を担当者とすることも可能なので
しょうか。

①ICT事項科⽬は令和４年度⼊学者から適⽤さるため、令和５年度
から開設（開始）される場合は、２年次以降の履修になる。
②専任教員の配置基準は学校種により異なるため、各基準を参照い
ただきたい（⼩学校は新基準４−２（４）、中⾼は４−３（５）
ⅱ））。なお、ICT事項科⽬と他の科⽬を兼ねて担当することは可
能である。また、担当者の、専任・兼担・兼任の別は問わない。

11 ICT事項科⽬

①幼稚園教諭の場合は、ICT事項科⽬は必須ではないが、令和４年度よ
りICT事項科⽬と同様の内容を取り⼊れる場合、授業科⽬名の変更は必
要か。
②中・⾼の場合はICT事項科⽬は必須だが、令和４年度より「教育⽅
法」という授業科⽬にICT事項を取り⼊れる場合、授業科⽬名の変更が
必要か。

①ICT事項科⽬と同様の内容を含めるのであれば科⽬の名称もそれ
に即したものが望ましいが、幼稚園教諭については当該事項の修得
が必須ではないため、名称の変更は任意（ただし、⼩・中・⾼と共
通科⽬とする場合は授業科⽬名・シラバスを統⼀するなど必要）。
②「教育⽅法」の名称では「教育の⽅法及び技術」のみを含む科⽬
との誤解が⽣じる可能性がある。ICT事項を含むのであれば、授業
科⽬名でそれを明確にするため、授業科⽬名の変更をすることが望
ましい。
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12 ICT事項科⽬

ICT事項科⽬の担当教員について、「当分の間、「各教科の指導法」
「教育の⽅法及び技術」のいずれかに関する活字業績を有している者を
もってあてることを可能とする。」とある。課程認定審査で「各教科
の指導法」「教育の⽅法及び技術」の担当者としての審査は受けてい
なくても、これらに関する業績があり、かつICT教育についての業績が
ある者であれば、担当は可能という認識でよいか。

ご認識のとおり。

13 ICT事項科⽬
幼稚園、養護教諭及び栄養教諭の科⽬については「情報通信技術を活
⽤した教育の理論及び⽅法」を新設し、1単位を必修化する必要はない
と理解してもよいか。

幼稚園、養護教諭、栄養教諭については、今回のICT事項科⽬に係
る改正は適⽤されないため、従来のままで構いません。

14 ICT事項科⽬
今回改正されましたICT事項科⽬等を複数⼤学で共同開設することは可
能か。

ICT事項科⽬に限らず、連携開設科⽬等の制度にのっとって所定の
⼿続を踏まえた上で開設をするなど、複数⼤学での科⽬開設が可能
な場合がある。

15 ICT事項科⽬
既存の科⽬の内容等を⾒直し、ICT事項科⽬に対応した授業科⽬とする
予定だが、もともと４年次前期の履修科⽬となっている。このまま４
年次の履修科⽬としてよいか。

ICT事項科⽬として免許状授与資格を得るための必修科⽬として位
置づけるのであれば、教育実習を履修する前に修得することが望ま
しいため（「教職課程コアカリキュラム」策定時の参考資料「カリ
キュラム・マップ（イメージ）」を参照）、履修年次についてご検
討いただきたい。

16 ICT事項科⽬

①課程認定申請書を提出する場合、「ＩＣＴ事項科⽬」に係る第4号様
式（履歴書・教育研究業績書）について、⾝分が専任教員、兼担・兼
任に拘わらず「ＩＣＴ事項科⽬」のほか「教育の⽅法及び技術」、
「各教科の指導法」のいずれかの業績が必要であるか。
②現在、「教育の⽅法及び技術」に関する業績を保有しているが、別
の教員が「教育の⽅法及び技術」の事項科⽬を担当している場合で
も、ICT事項科⽬の担当教員として届出が可能か。また、「各教科の指
導法」の業績により申請する場合、本学開設の免許教科科⽬以外の
「各教科の指導法」の業績で届出が可能か。

①ICT事項科⽬の担当者の業績は、当該事項の業績があれば⾜り
る。それがない場合は、当分の間、「教育の⽅法及び技術」⼜は
「各教科の指導法」の活字業績で担当可能という趣旨。
②当該業績を有していれば、現在それに該当する授業科⽬を担当し
ていなくてもICT事項科⽬の担当となることは可能。また、各教科
の指導法の業績で届出をする場合、教科は問わない。

17 ICT変更届

教職課程認定審査の確認事項3に『当分の間、「各教科の指導法」「教
育の⽅法及び技術」のいずれかに関する活字業績を有している者を持っ
て充てることが可能とする。』とあるが、現在「教育⽅法(含情報機器
及び教材の活⽤)を担当している教員も変更届で履歴書・教育研究業績
書を提出する必要があるか。

専任教員については提出が必要。

18 ICT変更届

変更届新旧対照表(中⾼)について、対照表の右下に「専任教員数(各教
科の指導法)」の⼈数を記⼊する欄がある。例えば、「社会科・地歴科
教育法」の専任教員がいる場合、この表内には⽒名の記載はしない
が、⼈数として計上してもよろしいか。

本件新旧対照表には各教科の指導法の専任教員名は記載しません
が、当該事項に専任教員が配置されている場合は、⼈数を記載しく
ださい。

19 ICT変更届

ICT変更届は開設の前年度の２⽉末に提出することになるが、「開設」
というのは、その科⽬が具体的に「開始される」前年度の２⽉という
ことか。それともそのカリキュラムが適⽤される⼊学者のカリキュラ
ム開始の前年度ということか。

前者を指す。

20 ICT変更届

① 説明会資料３のＰ１５の２−４①の記載に対応する場合、在学⽣
での変更届は旧課程の変更届様式・科⽬・必要事項にて提出すること
になると考えるがよろしいか。（必要事項が異なるため、在学⽣⽤と
新⼊⽣⽤の２種類が必要となる）
② 上記のとおりであれば、在学⽣⽤の変更届にて、「ＩＣＴ事項科
⽬」の新設科⽬を追加する場合、「教育の⽅法及び技術」に位置付け
るべきか。

① 在学⽣⽤カリキュラムと令和４年度⼊学者⽤カリキュラムで内
容が異なると考えられるため、在学⽣にICT事項科⽬の開設を適⽤
する場合は在学⽣⽤の変更届を提出してください。
② 旧規則適⽤であればご認識のとおり。経過措置を適⽤せず、新
規則に対応した科⽬として修得させるのであれば、新事項での記載
でも構わない。

21 ICT変更届
本学は、ICT事項変更届を「⼤学学部学科等の課程」と「⼤学学部学科
の通信の課程」で分けて提出するが、この変更届を別々の年度で提出
することは可能か。

通学課程と通信課程でICT事項科⽬の開設時期が異なる場合は、そ
れぞれの期限（令和４年度開設：令和４年２⽉末、令和５年度以降
開設：令和５年２⽉末）に間に合うようにご対応ください。

22 ICT変更届

①キャンパスによって、ICT事項科⽬の授業科⽬名が異なってもよい
か。
②１⼤学で１つの変更届で提出するとのことだが、複数キャンパスが
遠⽅に分かれており、開設する時期が異なる。変更届の提出時期が異
なってもよいか。

①学部やキャンパスによって、開設状況が異なることが考えられる
ため、必ずしも授業科⽬名を⼤学で統⼀する必要はない。
②原則、１つの⼤学において、ICT事項科⽬の変更届は開設年度の
早い学科等に合わせた提出をお願いしており、学科ごとに五⽉⾬で
の提出は想定していない。ただし、⼤学によってはキャンパスが遠
⽅（５０Km以上）にまたがり、実態として別の開設体制をとって
いる場合もありますので、そのような⼤学については、異なる年度
での届出について、必要に応じてご相談ください。

23 ICT変更届
ICT事項科⽬の変更届時に、⼩・中・⾼の免許状における「各教科の指
導法（情報通信技術の活⽤を含む）」に係る変更も⼿続を⾏うのか。

「各教科の指導法（情報通信技術の活⽤を含む）」に伴う変更は、
ICT事項科⽬の変更届での対応は不要です。ただし、授業科⽬名の
変更、担当の専任教員の変更等、通常の変更届の対象となる事由が
発⽣した場合は、通常の変更届と同様、変更が⽣じる前までに変更
届の提出が必要です。

24 ICT変更届 ICT事項科⽬の変更届時に学則変更の届出は必要か。
学則については、ICT事項科⽬の変更届時は不要（通常の変更届に
おいても学則は提出を求めていない（⼿引P８９⑦⑧除く））。

25 ICT変更届
ICT事項科⽬の変更届の新旧対照表において、兼担教員や兼任教員を追
加する場合、専任教員ではないので「専任教員⽒名・職名」欄は空欄
になるが、それでも「教員追加」と記載する必要があるのか。

ご認識のとおり。兼担・兼任教員の場合は、新旧対照表では⽒名を
記載しないが、変更理由欄には「教員追加」と記載してください。
教員の⽒名が空欄になっていても、（２）変更⼀覧表において状況
が確認できるため特段問題はありません。
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26 ICT変更届
ICT事項科⽬以外の科⽬の変更は、ICT事項科⽬とは別に変更届（通常
の変更届）が必要となるか。その場合は、令和４年3⽉末までに届出を
⾏えばよいか。

ご認識のとおり。

27 ICT変更届
教職課程認定審査の確認事項１（１）③、④に該当する変更届（⼿引
P89の⑦⑧）の提出時において、ICT事項科⽬も対応する必要がある
か。

確認事項１（１）③⼜は④に係る変更届の提出時点においては、
ICT事項科⽬に係る改正の内容を含めていただく必要はない。ICT事
項科⽬に関しては令和３年８⽉２７⽇事務連絡に基づき変更届の提
出をお願いします。

28 各教科の指導法

「各教科の指導法（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」は、「各教
科の指導法（情報通信技術の活⽤を含む。）」に変更されますが、シ
ラバスの内容のみを変更し、変更届の提出は不要という⼿続きでよろ
しいでしょうか。

各教科の指導法は（ ）書きの⽂⾔変更のみの改正であるため、今
回はシラバスの変更のみで構わない。このため、変更届は不要（授
業科⽬名や教員の変更等する場合は通常の変更届を提出してくださ
い）。

29 各教科の指導法

「各教科の指導法（情報通信技術の活⽤を含む。）」の授業科⽬名に
ついて、規則の改正に伴い（ ）の⽂⾔が変更になったが、既存の科
⽬の名称（現⾏：「教科教育法」「教科教材論」）についても、科⽬
名の末尾に（情報通信技術…）を含めるなどの対応は必要か。

シラバスにおいて情報通信技術の活⽤が確認できれば、情報通信技
術の活⽤を含む旨の名称変更の必要はない。

30 各教科の指導法

今回「各教科の指導法（情報通信技術の活⽤を含む。）」のコアカリ
改正が⽰されたが、「外国語（英語）コアカリキュラム」は改正がな
いため、「英語科の指導法」のコアカリについては「変更なし」とい
う認識でよいか。

英語の各教科の指導法のコアカリキュラムの内容⾃体は変更はない
が、事項名の（ ）の⽂⾔の変更に伴うシラバス変更等は必要に応
じて⾏ってください。

31 66条の6科⽬

「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」の申請⼿続ス
ケジュールは、年度末に申請し、年度が明けてからの認定になること
が予想される。申請は済んでいても、課程認定の変更届提出までに認
定が間に合わない場合は、認定後以降しかこれらの科⽬は活⽤できな
いのか。

当該認定制度に申請した⼤学が必ずしも全て認定を受けられること
が確実とは⾔えないこと、また、令和３年８⽉４⽇付通知におい
て、変更届の提出時において、認定科⽬であることを証明する書類
を添付していただくこととしていることから、認定後以降に活⽤す
ることになる。

32 66条の6科⽬
本学は「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」として認定を受
けている科⽬は１単位の科⽬である。この１単位の科⽬と「情報機器
の操作」１単位を併せて２単位の修得とすることは可能か。

免許法施⾏規則において、「数理科⽬２単位⼜は情報機器の操作２
単位」と規定しているため、いずれかで2単位の修得が必要とな
る。このため、両者を併せて２単位の修得とすることはできない。

33 66条の6科⽬
今回の改正により「数理、データ活⽤及び⼈⼯知能に関する科⽬」は
必ず開設しなければならないのか。

ご認識のとおり、「情報機器の活⽤」⼜は「数理、データ活⽤及び
⼈⼯知能に関する科⽬」（以下、「数理科⽬」）のいずれかを２単
位分修得することとなるため、「数理科⽬」を必ず開設する必要は
ない。ただし、教職課程におけるICT活⽤等の充実に鑑み、「数理
科⽬」の認定を受けている⼤学におかれては、積極的に当該科⽬を
規則第６６条の６の科⽬として活⽤することをお願いしたい。

34 66条の6科⽬

「学⼒に関する証明書」の様式の作成例において、「数理科⽬」と
「情報機器の操作」の科⽬は１⾏で作成されている。「数理科⽬」を1
単位＋「情報機器の操作」を1単位の修得は認められないとのことであ
るが、仮にそのような修得をした場合、他⼤学や教育委員会はどのよ
うにしてその修得科⽬が「数理、データ活⽤及び⼈⼯知能に関する科
⽬」⼜は「情報機器の操作」と判断するのでしょうか。例えば１⾏に
する場合は確認欄を作る、2⾏に分けてどの区分で単位修得しているか
わかるかと思うのですが、いかがでしょうか。

学⼒に関する証明書は、免許法施⾏規則に基づき科⽬名を記載する
こととなっているため、当該科⽬は１つの科⽬として１⾏の欄で様
式例を作成している。⼀義的には、教育委員会等は当該科⽬欄に記
載された単位が、「数理、データ活⽤及び⼈⼯知能に関する科⽬」
と「情報機器の操作」のいずれなのかを確認する必要はなく、教職
課程を置く⼤学において、本施⾏規則で規定された修得⽅法に基づ
き、適切に履修指導及び証明を⾏っていただく必要がある。なお、
備考欄で補⾜するなど、⼤学で便宜的に記載を⼯夫されることは構
わない。

35 66条の6科⽬

本学は、「数理・データサイエンス・Ai教育プログラム」に採択された
が、プログラムの対応科⽬が、学科により異なり複数科⽬であること
から、従来の「情報機器の操作」の対応科⽬をそのまま必須科⽬と
し、「数理科⽬」は履修が望ましい科⽬として取り扱いたいと考えて
いるが可能か。

「情報機器の活⽤」⼜は「数理、データ活⽤及び⼈⼯知能に関する
科⽬」のいずれかを２単位分修得することととしているため、「情
報機器の操作（２単位）」を必修とすることも可能。ただし、教職
課程におけるICT活⽤等の充実に鑑み、「数理科⽬」の認定を受け
ている⼤学におかれては、積極的に当該科⽬を規則第６６条の６の
科⽬として活⽤することをお願いしたい。

36 66条の6科⽬
施⾏規則第66条の6の「数理科⽬」に、「数理、データ活⽤及び⼈⼯知
能に関する科⽬」を充てる場合、AI戦略で挙げられている「応⽤基礎レ
ベル」は対象となるか。

「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度実施要項細
⽬」（令和3年2⽉24⽇⽂部科学省⾼等教育局）においては、リテラ
シーレベルの認定プログラムのみ定められているため、現時点では
リテラシーレベルのプログラムを想定している。今後、応⽤基礎レ
ベルのプログラムについても認定制度が実施されることになれば、
それを踏まえ対象とするか検討することとなる。

37 66条の6科⽬
本学は「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」に対応した科⽬
を第６６条の６に定める科⽬として、昨年度３⽉に提出済みです。こ
の科⽬について今年度は第66条の6の科⽬として認められるか。

昨年度の３⽉に変更届を提出されているのであれば、認定プログラ
ムの認定前の提出となること、また施⾏規則の改正前であるため、
その時点での科⽬の位置付けは「情報機器の操作」になります。現
時点では認定プログラムの認定を受けているものと推察しますの
で、その場合は令和４年３⽉末までに施⾏規則第６６条の６の「数
理科⽬」として変更届を提出していただければ、それ以降は当該科
⽬として扱うことができます。

38 66条の6科⽬
免許法施⾏規則第66条の6の科⽬も必ず変更届が必要か。その場合、
ICT事項科⽬の開設等に関する変更届の⽅法と同じでよいか。

免許法施⾏規則第６６条の６については、従来通りの授業科⽬にて
対応される場合は変更届をご提出いただく必要はございません。ま
た、変更される場合は、通常の変更届で⾏ってください。
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39 66条の6科⽬

免許法施⾏規則第66 条の6に「数理、データ活⽤及び⼈⼯知能に関する
科⽬」を追加するにあたり、数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログ
ラムを5科⽬10単位で構成している場合、プログラムを構成する⼀部の
授業科⽬であっても、「数理」「データ活⽤」「⼈⼯知能」の内容が
包含され、2単位以上あれば良いか。（プログラムを構成する全ての授
業科⽬の履修を求めるものではないと考えて良いか。）

ご認識のとおり。⼤学において適切に包括的な科⽬を設定いただき
たい。

40 66条の6科⽬

「数理科⽬」を設置する場合は、数理・データサイエンス・AI教育プロ
グラム認定制度実施要綱（令和３年２⽉24⽇。⽂部科学⼤⾂決定。）
により認定がなされたものであることを証明する書類の提出が必要と
のことだが、既に科⽬を開設し、同授業科⽬について課程認定を受け
ている場合は、「証明する書類」のみを提出することで差し⽀えない
か。

「数理科⽬」の認定を受けている⼤学については、積極的に当該科
⽬を規則第６６条の６の「数理科⽬」として活⽤することを奨励し
ている。⼤学における「数理科⽬」への対応状況の把握の観点から
も、「数理科⽬」の位置付けに変更することが望ましい（現在既に
当該科⽬を開設して課程認定を受けているとあるが、「情報機器の
操作」としての認定科⽬と思われる）。このため、科⽬の位置付け
を変更する変更届及び証明する書類を提出ください。証明する書類
は認定書の写しで構わない。

41 66条の6科⽬
令和4年度⼊学⽣からは、カリキュラム上、「数理科⽬」のみを開設
し、「情報機器の操作」の科⽬は開設しないことは可能か。

可能（変更届の提出をお願いします。また、その際、認定を受けた
ことが分かる資料も提出してください）。

42 経過措置

経過措置について、令和4年度以前の⼊学者、例えば令和２年度の卒業
⽣が「教育の⽅法及び技術（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」に
あたる本学開講科⽬「教育⽅法論」を在学中に修得済みの場合、ICT事
項科⽬の修得は必要ないという認識でよいか。

ご質問の場合、令和２年度の卒業時に既に「教育の⽅法及び技術
（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」を修得されているので、令
和４年３⽉３１⽇までに既に改正前の「教育の⽅法及び技術（情報
機器及び教材の活⽤含む）」の科⽬を修得した者として経過措置に
より、改正後の「教育の⽅法及び技術」及びICT事項科⽬を修得し
たものとみなすことができる。

43 経過措置

令和4年度以前の⼊学者が改正前のICT事項科⽬を修得せずに卒業し、
科⽬等履修⽣になった場合は、改正後のICT事項科⽬の修得が必要にな
るか。下記①・②のパターンそれぞれについてご教⽰いただきたい。
①卒業後、間をおかず科⽬等履修⽣になった学⽣
② 卒業後、間をあけて科⽬等履修⽣になった場合

ご質問からは、卒業の時点が不明であるが、令和４年３⽉３１⽇時
点で在学関係がある者の場合、①、②いずれにおいても、令和４年
３⽉31⽇に卒業しているため、間を置かず科⽬等履修⽣になった場
合にも、新規則により修得する（新規のICT事項科⽬の修得必
要）。ただし、令和４年３⽉３１⽇までに既に修得した旧科⽬は、
新規則の科⽬に読み替えることが可能（例えば、旧「各教科の指導
法（情報機器及び教材の活⽤を含む）」→新「各教科の指導法（情
報通信技術の活⽤を含む。）」

44 経過措置

再課程認定時には、法律の切り替えの前後（平成31年3⽉31⽇と4⽉1
⽇）で⼤学の規定等により科⽬等履修⽣の⾝分が途切れないような扱
いができれば、平成28年改正法附則第５条の適⽤対象となりうるとい
うことでしたが、今回はどう解釈してよろしいか。

今回の改正においても、改正省令附則第２項により、令和４年３⽉
３１⽇に在学している者が学籍関係が継続している間にICT事項科
⽬を修得する場合は経過措置の対象となります。

45 経過措置

①科⽬等履修⽣として今年度（令和3年度）在籍している学⽣が、今年
度末までに「教育の⽅法及び技術（情報機器及び教材の活⽤を含
む。）」を未修得の場合、令和4年度にも科⽬等履修⽣として在籍する
が、ICT科⽬は必修となるのか。（継続性があると認められるのか）
②上記①において、継続性が有るとなった場合、令和２年度まで科⽬
等履修⽣として在籍していたが、令和3年度は科⽬等履修⽣にならず、
令和4年度から再度、科⽬等履修⽣に在籍予定の場合でも継続性はある
のか。
③令和4年度から「教育の⽅法及び技術（情報機器及び教材の活⽤を含
む。）」を未修得で、新規に科⽬等履修⽣となる場合、正規学⽣向け
では3年次（R6年度）開講予定のICT科⽬を、科⽬等履修⽣のみ対象で
令和４年度から開設をする必要があるのか。（上記1・2）の継続性が
無い場合も含む）

①令和４年３⽉３１⽇と令和４年４⽉１⽇で間で学籍関係が継続し
ていれば、経過措置の対象となる。
②令和４年３⽉３１⽇において在学している者ではないため、経過
措置の対象ではない。
③令和４年度⼊学者の所定の時期に開設すればよいため必要ない
（ただし、在学者にもICT事項科⽬を修得させたい場合に、⼤学が
所定の⼿続を経た上で在学者に当該新規科⽬を開設し、それを科⽬
等履修⽣が修得するというケースは考えられる）。

46 経過措置
令和元年度⼊学⽣〜令和3年度⼊学⽣の学⼒に関する証明書は4⽉以降
発⾏する場合、修得済、未修得のいずれの場合も新規則の学⼒に関す
る証明書を発⾏することになるか。

改正省令については令和４年４⽉１⽇より施⾏されるため、それ以
降は改正後の免許法施⾏規則に対応した学⼒に関する証明書を発⾏
いただく必要がある。

47 経過措置

①令和4年3⽉31⽇において、課程認定⼤学等に在籍している者で、卒
業するまでに改正前の「教育の⽅法及び技術（情報機器及び教材の活
⽤含む。）」の科⽬を修得せず、卒業後に教員免許の修得をする者は
「情報通信技術を活⽤した教育の理論及び⽅法」の科⽬の修得が必要
であるという認識で間違いないか。
②2022（令和4）年4⽉に3年次に編⼊学する者で（2020年度⼊学⽣の3
年次に合流）、編⼊学前の⼤学の教職課程で、「教育の⽅法及び技術
（情報機器及び教材の活⽤含む。）」の科⽬を修得し、その科⽬を本
学の科⽬として認定すれば、「情報通信技術を活⽤した教育の理論及
び⽅法」の科⽬を修得する必要はなく、「教育の⽅法及び技術（情報
機器及び教材の活⽤含む。）」の科⽬が未修得であった場合には、令
和4年度⼊学⽣と同様に「情報通信技術を活⽤した教育の理論及び⽅
法」の科⽬の修得が必要であるという認識で間違いないか。

①ご認識のとおり。
②免許法施⾏規則附則第２項により、令和４年３⽉３１⽇までに
「教育の⽅法及び技術（情報機器及び教材の活⽤を含む）。」を修
得している場合は、経過措置の対象となるため、新たな修得は不
要。それまでに修得していない場合は、改正後の規則の対象とな
る。
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48 経過措置

令和4年3⽉31⽇までに、中2種免の課程認定のある短期⼤学で、改正前
の免許法施⾏規則における「教育の⽅法及び技術（情報機器及び教材
の活⽤を含む。）」に関する内容を修得せずに、令和4年4⽉1⽇に同⼀
教科の中1種免の課程認定のある4年⽣⼤学の3年次（改正前の免許法施
⾏規則が適⽤される学年）に編⼊学をした場合は、編⼊学後の⼤学で
改正前の免許法施⾏規則における「教育の⽅法及び技術（情報機器及
び教材の活⽤を含む。）」に関する内容を修得すれば良いのか。それ
とも編⼊学をしたことで、編⼊学後の⼤学で、改正後の免許法施⾏規
則における「教育の⽅法及び技術」及び「情報通信技術を活⽤した教
育の理論及び⽅法」に関する内容を修得する必要があるのか。

短期⼤学を卒業しており、編⼊学をした⼤学とは学籍関係が継続し
ていないため、編⼊学後の⼤学で改正後の免許法施⾏規則における
「教育の⽅法及び技術」及び「情報通信技術を活⽤した教育の理論
及び⽅法」に関する内容を修得する必要がある。

49 経過措置

令和4年3⽉31⽇に、短期⼤学で中2種免を取得（所要資格を得た場合を含む。）
した者が、令和4年4⽉1⽇に4年⽣⼤学の3年次（改正前の免許法施⾏規則が適⽤
される学年）に編⼊学をし、免許法施⾏規則第10条の3を活⽤して同⼀教科の⾼1
種免の免許を取得しようとする場合、短期⼤学で修得した改正前の免許法施⾏規
則における「教育の⽅法及び技術（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」に関す
る内容を、⼤学の判断で改正前の免許法施⾏規則における「教育の⽅法及び技術
（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」に関する内容とみなせば（認定すれ
ば）、改めて改正後の免許法施⾏規則における「教育の⽅法及び技術」及び「情
報通信技術を活⽤した教育の理論及び⽅法」に関する内容を修得する必要はない
と理解して良いか。それとも、編⼊学をしたことにより、編⼊学後の⼤学で、改
正後の免許法施⾏規則における「教育の⽅法及び技術」及び「情報通信技術を活
⽤した教育の理論及び⽅法」に関する内容を修得する必要があるのか。その場
合、短期⼤学において修得した改正前の免許法施⾏規則における「教育の⽅法及
び技術（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」を、編⼊学後の⼤学の判断によ
り、改正後の免許法施⾏規則における「教育の⽅法及び技術」及び「情報通信技
術を活⽤した教育の理論及び⽅法」（⼜はどちらか⼀⽅）に関する内容としてみ
なす（認定する）ことは可能か。可能である場合、編⼊学時に編⼊学後の⼤学に
おいて、改正後の免許法施⾏規則における「教育の⽅法及び技術」や「情報通信
技術を活⽤した教育の理論及び⽅法」に関する内容が開設されていることが必要
になるのか。（変更届を提出しているだけではなく、実際に開講されている必要
があるのか。）改正前の免許法施⾏規則における「各教科の指導法（情報機器及
び教材の活⽤を含む。）」も同様か。

○事例では、既に令和３年３⽉３１⽇までに改正前の「教育の⽅法
及び技術（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」を修得済みである
ことから改正省令附則第2項の規定により短期⼤学において「教育
の⽅法及び技術」及び「情報通信技術を活⽤した教育の理論及び⽅
法」とみなすことができる。
○また、免許法施⾏規則第10条の３の規定により、短期⼤学でみな
された上記２つの単位を⼤学の判断により貴学の同科⽬の単位とし
てみなすこともできる。なお、編⼊学の際に短期⼤学を卒業してい
ることから当該学⽣については改正後の免許法施⾏規則が適⽤され
る。
○「各教科の指導法（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」も基本
的に同様であるが（経過措置対象）、この場合は⼀種と⼆種で求め
られる修得単位数が異なることに留意。

50 経過措置

令和4年4⽉1⽇に、4年⽣⼤学「Ａ⼤学」から別の4年⽣⼤学「Ｂ⼤学」
の3年次（改正前の免許法施⾏規則が適⽤される学年）に転学をした場
合は、卒業までに「Ａ⼤学」⼜は「Ｂ⼤学」で改正前の免許法施⾏規
則における「教育の⽅法及び技術（情報機器及び教材の活⽤を含
む。）」に関する内容を修得すれば、改正後の免許法施⾏規則におけ
る「教育の⽅法及び技術」及び「情報通信技術を活⽤した教育の理論
及び⽅法」に関する内容を修得する必要はないと理解して良いか。

事例の場合、同じ学位課程の学修を継続しつつ在籍関係の異動が⽣
じている場合であり（短⼤や⾼専等の卒業・修了をしていない）、
令和４年３⽉３１⽇と同年４⽉１⽇で、教職課程のある⼤学等との
在学関係が引き続いていれば、経過措置の対象となる（在籍する⼤
学が変わっても構わない）。

51 経過措置

令和3年度以前にＡ⼤学α学科に⼊学し、令和4年4⽉1⽇以降に⼩1種免
の課程認定があるＡ⼤学β学科に転学部・転学科（改正前の免許法施
⾏規則が適⽤される学年）をし、⼩1種免の取得を⽬指す場合は、卒業
までにβ学科で改正前の免許法施⾏規則における「教育の⽅法及び技
術（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」に関する内容を修得すれ
ば、改正後の免許法施⾏規則における「教育の⽅法及び技術」及び
「情報通信技術を活⽤した教育の理論及び⽅法」に関する内容を修得
する必要はないと理解して良いか。

ご認識のとおり

52 経過措置

旧法（平成10年改正法）下において修得した「教科の指導法」は平成
29年改正免許法施⾏規則附則第3項に基づくと、「各教科の指導法（情
報機器及び教材の活⽤を含む。）」にしか読み替えることができない
と思われるが、旧法下において「教科の指導法」を取得済みの場合
は、「各教科の指導法（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」を再度
取得する必要はないという認識でよいか。

ご認識のとおり

53
共通開設（複数学
科）

中学・⾼校の教科専⾨科⽬についての他学科等開設科⽬の活⽤可能な
範囲が、教育職員免許法施⾏規則の科⽬の半数までか、⾃学科等が開
設する科⽬の合計単位数を超えないこととするかのいずれか、に変更
になったが、⼤学全体（全ての課程認定）で統⼀して選択するのでは
なく、課程認定や年度により、どちらかを選択することができるとい
う理解でよいか。

⼤学全体での統⼀は不要であるが、教職課程を置く学科等の課程ご
とに、いずれかの基準を満たす必要がある（学科等によりどちらを
満たすかは⼤学の判断）。なお、「年度により選択」の意味が不明
であるが、ある年度から本基準の適⽤範囲を変えることにより授業
科⽬の開設⽅法等科⽬変更が⽣じる場合は、事前に科⽬の変更届が
必要となるため、適切に⼿続を⾏ってください。

54
共通開設（複数学
科）

教職課程認定基準改正前においては、同⼀学科等において授業科⽬を
共通開設する場合の特例と、複数の学科等において授業科⽬を共通開
設する場合の特例は組み合わせて適⽤することはできないと定められ
ていたが（改正前教職課程認定基準4-8と4-9は組み合わせて適⽤する
ことができない）、改正後は、同⼀学科等において授業科⽬を共通開
設する場合の特例と、複数の学科等において授業科⽬を共通開設する
場合の特例を組み合わせて適⽤できると解してよいか。

これまでは、教職専⾨科⽬の共通開設については、同⼀学科で共通
開設できる特例（旧基準４−８（２））と、複数学科で共通開設で
きる特例（旧基準４−９（２））が別の基準として設定されていた
ため、特例を重ねて適⽤することは不可としていましたが、今回の
改正で、これを⼀本化した（新基準４−８（２））ため、同⼀学
科・複数学科に関わらず共通開設が可能となっています。４−８
（２）に基づき、共通開設が可能な範囲で実施していただくことが
可能です。

55
共通開設（複数学
科）

複数学科等間での共通開設について、幼稚園教諭と養護教諭の「教育
の基礎的理解に関する科⽬等」での共通開設を考えているが、本学の
幼稚園の教職課程の科⽬は、保育⼠養成課程の科⽬を併せ⾏う科⽬が
含まれている。そのような科⽬についても養護教諭と共通開設及び専
任の共通化が可能か。

当該保育⼠養成課程の科⽬と併せ⾏う科⽬が、教職専⾨科⽬に位置
付けられる科⽬であれば可能です。
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56
共通開設（複数学
科）

２つの学科等があり、それぞれ別の教職課程を有している場合、⼀⽅
は通信教育課程のみの学科等でも、複数の学科等における教職専⾨科
⽬の共通開設の範囲に含まれるか。
（例）・A学科（通学課程）（通信教育課程） ①幼稚園教諭⼆種
   ・B学科（通信教育課程）       ②幼稚園教諭⼆種
上記の場合も、①②間で共通開設が可能と考えてよろしいか。

共通開設は可能であるが、A学科において課程認定基準１０を適⽤
し、通学課程の専任教員を通信教育課程にあてている場合は、課程
認定基準４−８（４）の特例を重ねて適⽤する（A学科の教職課程
で通学課程及び通信課程で専任教員とし、さらにB学科の教職課程
において専任教員とする）ことはできませんのでご留意ください。

57
共通開設（複数学
科）

「共通開設」というのは、実態として同じ時間に同じ教室で実施する
ということが必要なのか。どのように捉えたらよいか。

同⼀の授業科⽬名、同⼀のシラバスであることを想定している。⼀
般的に、学則上、異なる科⽬として位置付けられている場合（学科
によって科⽬名が異なる等）は、客観的に共通開設であるとは捉え
られないことに留意。

58
共通開設（複数学
科）

①現状、既に複数の学科等がそれぞれの学科等で同じ内容の科⽬を開
設している場合、その状態を維持したままの共通開設ということは可
能か。
②例えば、A学科が開設する中学校（社会）の科⽬を、B学科の⾼校
（地理歴史）の免許申請のための科⽬として使⽤することができる
か。

①上記No５７を満たした上で、同⼀の共通科⽬を、複数クラス開
設（各学科等の所属学⽣それぞれに対して開設）するということも
あり得る。
②社会と地理歴史で重なる事項について可能。それを共通開設とし
て⾏うことも可能であるし、他学科開設科⽬を⾃学科開設科⽬にあ
てるということも可能。

59
共通開設（複数学
科）

今回の基準の改正を踏まえ、共通開設等変更をする場合、在学⽣にも
適⽤は可能か。

在学⽣についても新基準の適⽤は可能である。その場合、在学⽣⽤
の科⽬の変更届を提出してください。

60
共通開設（複数学
科）

基準4-8（２）vi)で「各教科の指導法に関する科⽬」の共通開設につい
て，⼩・中間で可能で，中・⾼間で可能ということは⼩・中・⾼間で
可能ということでしょうか（基準4-8（２）v)の教育実習の箇所では，
ただし書きによる打ち消しがあるが，vi)ではないので可能と読むこと
もできる）。

中⾼の各教科の指導法の特例（ⅶ）と、⼩中の各教科の指導法の特
例（ⅷ）はそれぞれ別の取扱いであり、かつ、共通で実施できる内
容として科⽬内容を構成した場合である（このため、既存科⽬をど
ちらにも使えるという趣旨ではなく、共通開設にふさわしいシラバ
スの内容に⾒直すことが必要）。今回の改正においては、⼩中校で
の各教科の指導法の共通開設までは認めていない。

61
共通開設（義務教
育特例）

義務教育特例は、中学校の課程認定はあるが⼩学校の課程認定のない
学科（A学科）が、⼩学校⼀種の課程認定のあるを受けている学科（B
学科）と教科に関する専⾨的事項や教職専⾨科⽬を共通開設するなど
して、他の⼩学校⼀種免許に必要な科⽬はB学科で他学科履修をし、中
学校⼀種の教員免許に加えて他学科履修で⼩学校⼀種の教員免許を取
得することができるという趣旨の改正か。

本改正の趣旨としては、⼩学校の教職課程と中学校の教職課程の科
⽬の開設⽅法の弾⼒化により、⼤学が両⽅の教職課程を設置するこ
とがより可能となることを⽬的としているが、結果的に学⽣にとっ
て両⽅の免許状取得がしやすくなることが想定される。⼀⽅で、他
学科間での学⽣の履修の乗り⼊れが⽣じることになるため、科⽬の
開設⽅法での⼯夫や、全学的に質を担保するための体制の整備等に
ついて、⼗分留意する必要がある。

62
共通開設（義務教
育特例）

①教育学科中等教育コースにおいて，卒業までに中⼀免と⼩⼀免（ま
たは⼩⼆免）の両⽅の取得に必要な単位の修得が実質的に可能である
場合，本学の広報媒体で，「本学が指定する条件を満たした上で，
コースを越えて所定の単位を修得することにより，⼩学校教諭⼆種免
許状が取得できる場合もあります。」などと注記することは差し⽀え
ないか。
②教育学科のコース共通科⽬として「⼩中教育実習」を開設し，⼩⼀
免及び中⼀免の教職課程に共通に開設する教育実習の科⽬とした場
合，教員養成を主たる⽬的としていない他学科の学⽣が当該科⽬を履
修することは可能か。

①所属する学科やコース外の履修であること等を明確にした上で、
そのような履修指導をすることも考えられる。ただし、履修上の負
担等、学⽣側に誤解が⽣じない伝え⽅に留意が必要。
②可能である（教員養成を主たる⽬的とした学科と他学科とで、複
数学科の共通開設として扱う場合）

63
共通開設（義務教
育特例）

中⾼の教職課程のあるＡ学科で、⼩学校免許の取得を可能とする場合
に、Ｂ学科（教育学科）の⼩学校教諭養成課程と共通に科⽬開設する
などによりＡ学科の⼩学校課程の教員養成カリキュラムを編成し、Ａ
学科として⼩学校課程認定の申請をすることになる、という理解でよ
ろしいか。

A学科で⼩学校免許の課程認定を受けたい場合は、まずはA学科が
教員養成を主たる⽬的とする学科等であることの要件を満たす必要
がある。その上で、課程認定を受ける際のカリキュラムの編成にお
いて、今回の基準改正で認められた範囲でA学科内の中⾼の科⽬
や、B学科と共通開設科⽬を含めて申請することが可能となる。A
学科で⼩学校の課程認定を受けない場合であれば、科⽬レベルでの
B学科との連携（共通科⽬の設定等）することが可能。

64
共通開設（義務教
育特例）

義務教育特例を適⽤した場合の教員養成カリキュラムの教育実習（⼩
中教育実習）の共通化の例を具体的にお⽰しいただきたい。

中学校の教職課程のある学科等は、⾼校の教職課程も併せて有する
ケースが多いと思わるため、例えば、実習本体部分の4単位のう
ち、2単位ずつ共通化を図ることが考えられる（例：⼩・中共通を2
単位、中・⾼共通を2単位、⼩単独2単位）。

65 共通開設（義務教
育特例）

義務教育特例に係る基準改正について、①変更届を提出して適⽤を受
ける場合、最短で「令和5年4⽉1⽇⼊学者（令和5年3⽉末⽇までに変更
届提出）」から適⽤となるのでしょうか。②令和5年4⽉1⽇から組織再
編を⾏うため、本年度（令和4年）3⽉下旬までに課程認定申請⼿続を
⾏う予定。この場合、義務教育特例を想定した専任教員配置で書類を
作成し申請することになるか。

①最短で令和４年４⽉１⽇から適⽤となります。この場合、令和4
年3⽉31⽇までに変更届の提出が必要です。
②義務教育特例を適⽤した基準で申請いただくことが可能（特例を
使うかどうかは、任意。）
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66
共通開設（義務教
育特例）

免許の⼩中併有を実現するためには、課程認定は学科ごとに受けるも
のであるため、例えば、⼩学校の課程認定のあるA学科で中学校教諭1
種（理科）を追加する場合、あるいは、中⾼の課程認定のあるB学科で
⼩学校教諭1種を追加する場合には、改めて課程認定を受ける必要があ
り、また、⼩学校教諭の課程認定については、課程認定基準2-（6）に
より教員養成を主たる⽬的とする学科等でなければならないことか
ら、学科の⽬的等を変更する必要、すなわち、改組等の申請の必要が
ある、という理解でよいか。

義務教育特例を活⽤し、A学科とB学科の科⽬の共通開設等をする
だけであれば変更届で可能であるが、新たな教職課程の認定を追加
するのであれば、課程認定が必要。また、⼩学校の課程認定の場合
はご認識のとおり、教員養成を主たる⽬的とした学科等である必要
があることから、認定を受ける学科等の⽬的等変更に伴う所定の⼿
続が必要。

67
共通開設（義務教
育特例）

義務教育特例を活⽤し、例えば、国語の各教科の指導法について、
「初等中等国語科教育法」（⼩１種免・中１種免（国語））の開設
し、この授業科⽬を⾼１種免（国語）の「⼤学が独⾃に設定する科
⽬」として変更届を提出することは可能か。

可能である。

68
⼩学校課程要件緩
和

４−８（２）Ⅴにおいて、⼩学校教諭と中学校教諭で共通に開設した
教育実習の授業科⽬は直接的には⾼等学校教諭には利⽤できないが、
単位の流⽤（施⾏規則第２条表備考第11号）により教育実習の単位は
３単位まで流⽤可能と思います。この場合、流⽤により⼩学校教諭・
中学校教諭⽤の教育実習の単位を５単位取得した学⽣は⾼等学校免許
取得のためにこの単位を３単位流⽤して⾼等学校免許の教育実習単位
（3単位）を満たせるという理解でよろしいか。

幼稚園、⼩学校、中学校については、記載のとおり教育実習のうち
3単位を他校種の教育実習の科⽬から流⽤できますが、⾼校の場合
は、規則第5条表備考第4号において、他校種の教育実習の科⽬を2
単位まで流⽤できるとしています。

69
共通開設（義務教
育特例）、⼩学校
要件緩和

⼩学校教科の開設がこれまでの１０教科より、１教科からの開設が可
能となったが、教員養成学部で１０教科を開設しているような学部の
場合であっても、例えば国語専攻に所属している学⽣は、教科専⾨科
⽬を「初等国語（書写含む）」「国語学概論」「国⽂学概論」「漢⽂
学概論」「書道」の計１０単位を取得し、各教科の指導法科⽬で「国
語」「社会」「算数」「理科」「⽣活」「⾳楽」「図画⼯作」「家
庭」「体育」「英語」の各指導法、計２０単位を取得し、合計３０単
位を取得するような履修の仕⽅はできるか。

免許法施⾏規則上（第３条表備考第１号）では、⼩学校の教科専⾨
科⽬は１以上の科⽬の修得となっていること、また、今回の基準改
正で教科専⾨科⽬の開設の条件が緩和されたことから可能である
（質問で記載されているような科⽬が、⼩学校の教科専⾨科⽬とし
ての課程認定（⼜は変更届⼿続）を受けることが必要）。

70 ⾃⼰点検等

本学では、教職課程の全学組織設置に向けた検討を今年度から着⼿し
ているが、令和４年４⽉１⽇の設置は 難しく、令和５年４⽉１⽇の設
置を⽬指している。上記のような検討状況であっても改正施⾏規則に
抵触しないと考えてよろしいでしょうか。つまり、施⾏⽇時点では全
学的な組織設置に向けた準備に着⼿してはいるものの、設置までには
⾄っていない状況であるが問題ないか。

「免許法施⾏規則第２２条の７においては、「⼤学内の組織間の有
機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする」とされてお
り、令和4年度から、このような体制が整備される必要がある。必
ずしも教職課程の全学組織の設置⽇が令和4年4⽉1⽇であることを
求めるものではないが、複数の学科等の教職課程間が連携し全学的
な観点から教職課程の運営が実施できる体制を備えていただきた
い。

71 ⾃⼰点検等

改正後の施⾏規則の施⾏⽇が令和4年4⽉1⽇のため、施⾏後最初の⾃⼰
点検・評価については、令和3年度の状況について⾏い、報告書も令和
4年度内に公表するべきか。または、⼤学全体の⾃⼰点検・評価に合わ
せて実施するものと⼤学が機関決定した場合、報告書の公表は令和5年
度以降になることもあり得るが、必ずしも令和4年度内に公表していな
くても差⽀えないか。

○施⾏が令和4年4⽉1⽇であるため、それまでに体制を整え、それ
以降から評価ができるようにすれば良い。
○⼤学の教育課程が年度を⼀つの区切りとして⾏われていることが
⼀般的であることを踏まえれば毎年度⾏うことも考えられるが、そ
の実施間隔や公表の時期等は各⼤学の状況に応じ適切に判断するこ
と。

72 連携開設 連携開設等に関する基準等の改正について、本学は⼤学と短⼤を併設
しているが、「⼤学」「短⼤」間でも、この基準が適応できるのか。

連携開設科⽬の活⽤（連携開設科⽬制度を活⽤し⾃⼤学の教職課程
の科⽬にみなすこと（新基準３（３）））のみであれば、この制度
を活⽤可能である⼤学連携推進法⼈の認定を受ける等の条件を満た
し、かつ教職課程の科⽬の変更届を提出することで可能です。⼀
⽅、連携開設科⽬の活⽤にとどまらず、「連携教職課程」（新基準
２（３））としての認定を受ける場合は、同⼀の免許種での課程認
定を同時に受ける必要があるため（新基準９）、⼤学と短⼤では免
許種が異なるため可能でないことに留意。

73
フラッグシップ⼤
学

教員養成フラッグシップ⼤学構想について、本学は、教員養成フラッ
グシップ⼤学の申請を考えている⼤学（責任校）との「連携協⼒校」
として、参加することを検討している。その場合、「教科及び教職に関
する科⽬」の⼀部に代えて、⼤学が設定するこれらに準ずる新たな科⽬
を修得することによって教員免許の取得（幼・⼩・中・特⽀⼀種及び
⾼校）を可能とするという学部段階の特例措置を「連携協⼒校」であ
る本学が必ず活⽤しなければならないか。

フラッグシップ⼤学の公募要領に記載のとおり、教育職員免許法施
⾏規則に定める「教科及び教職に関する科⽬」の特例措置や教職⼤
学院の共通５領域の必修単位数の弾⼒措置については，教員養成フ
ラッグシップ⼤学として指定された⼤学が，「令和の⽇本型学校教
育」を担う教師の育成を先導し，教員養成の在り⽅⾃体を変⾰して
いくための牽引（けんいん）役としての役割を果たすことを踏まえ
て，当該教員養成フラッグシップ⼤学に限って認められるものであ
り，取組の実施に当たって連携する⼤学はその対象とはならない。
共同実施制度や連携開設制度を活⽤して実施する場合には，関係⼤
学が共同で申請の上で，それぞれの⼤学が指定要件を満たすものと
して教員養成フラッグシップ⼤学の指定を受けることが必要。

74 変更届（通常）

通常の教育課程の変更届を提出する予定であるが、その場合、新旧対
照表の第四欄部分の「教育の⽅法及び技術」、「情報通信技術を活⽤
した教育に関する理論及び⽅法」の欄には新設した「教育⽅法及び技
術(情報通信技術の活⽤を含む）」のみ記載すればよいのか。

ICT事項科⽬の変更届を届出済みであれば、ご認識のとおり。



132 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 単位の流⽤

改正後の免許法施⾏規則で⼩1種免の所要資格を得た者が、免許法施⾏
規則第2条表備考第12号（単位の流⽤）を適⽤して幼1種免を取得しよ
うとする場合、その他の条件を満たせば、幼1種免の課程で「教育の⽅
法及び技術（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」に関す内容を必ず
しも修得する必要はないと理解して良いか。

ご認識のとおり。改正後の免許法施⾏規則で修得した⼩１種免の
「教育の⽅法及び技術」の単位を幼１種免の「教育の⽅法及び技術
（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」の単位に流⽤することがで
きる。

76 単位の流⽤

幼1種免の所要資格を得た者が、免許法施⾏規則第2条表備考第12号
（単位の流⽤）を適⽤して改正後の免許法施⾏規則で⼩1種免を取得し
ようとする場合、その他の条件を満たせば、必ずしも⼩1種免の課程で
「教育の⽅法及び技術」に関す内容を修得する必要はないが、「情報
通信技術を活⽤した教育の理論及び⽅法」に関する内容は⼩1種免の課
程で修得しなければならないと理解して良いか。

ご認識のとおり。改正後の免許法施⾏規則で⼩１種免を取得しよう
とする際に、幼１種免を取得した際の単位を流⽤する場合、⼩１種
「教育の⽅法及び技術」の単位のうち２単位までは幼１種「教育の
⽅法及び技術（情報機器及び教材の活⽤を含む。）」の単位を持っ
てあてることができるが、「情報通信技術を活⽤した教育の理論及
び⽅法」にはあてることができない。

77 単位の流⽤

改正後の免許法施⾏規則で中1種免の所要資格を得た者が、免許法施⾏
規則第2条表備考第11号（単位の流⽤）を適⽤して⼩1種免を取得しよ
うとする場合、その他の条件を満たせば、必ずしも⼩1種免取得に必要
な「情報通信技術を活⽤した教育の理論及び⽅法」に関する内容を修
得する必要はないと理解して良いか。

ご認識のとおり。改正後の免許法施⾏規則で修得した中１種の「情
報通信技術を活⽤した教育の理論及び⽅法」の単位を流⽤すれば改
めて修得する必要はない。
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20．大学設置基準等の改正に伴う教職課程認定基準等の改正について（令和４年１

１月２５日通知） 

事 務 連 絡 

令和４年１１月２５日 

 

 

教職課程を置く各国公私立大学 

教 職 課 程 担 当 部 局  御中 

 

 

文部科学省総合教育政策局 

教 育 人 材 政 策 課 

 

 

 

大学設置基準等の改正に伴う教職課程認定基準等の改正について 

 

 

「大学設置基準等の一部を改正する省令」（令和４年文部科学省令第 34 号。以下「改正省

令」という。）が同年９月 30 日に公布、同年 10 月１日から施行されたことを踏まえ、別添の

とおり教職課程認定基準（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定）、教職課程認定審査の確認

事項（平成 13 年 7 月 19 日課程認定委員会決定）、教職課程認定審査運営内規（平成 13 年 7 

月 19 日教員養成部会決定）、教職課程認定大学実地視察規程（平成 13 年 7 月 19 日教員養成

部会決定）及び学科等の目的・性格と免許状との相当関係に関する審査基準（平成 23 年 1 月

20 日課程認定委員会決定）の改正（以下「本改正」という。）が行われましたのでお知らせし

ます。 

なお、改正省令のうち、教育課程等に係る特例制度（大学設置基準第 57 条第 1 項、大学通信

教育設置基準第 12 条第 1 項、専門職大学基準第第 76 条第 1 項、短期大学設置基準第 50 条

第１項、短期大学通信教育設置基準第 12 条第１項、専門職短期大学設置基準第 73 条第 1 項

関係）に係る教職課程の取り扱いについても、今後対応の予定であることを申し添えます。 

 

記 

 

１．改正の要点 

 

（１）「教職専任教員」に係る改正 

改正省令により、大学設置基準等における「専任教員」が「基幹教員」に改正されたた

め、教職課程における「専任教員」については、「教職専任教員」として名称を改めること。

また、基幹教員のうち、大学設置基準別表第１イ(1)備考第２号、大学通信教育設置基準別表

第１備考第２号、専門職大学設置基準別表第１イ備考第２号、短期大学設置基準別表第１イ

備考第２号、短期大学通信教育設置基準別表第１備考第３号又は専門職短期大学設置基準別

表第１イ備考第２号のそれぞれのただし書に定める基幹教員（以下「ただし書教員」とい

う。）で、教職専任教員の一定の条件を満たす者については、必要教職専任教員数の４分の１

の範囲内で認定を受けようとする学科等の必要教職専任教員数に算入することを可能とする

こと。 

（教職課程認定基準３(７)、４－１（３）、４－２(４)、４－３(５)i）ii)、 

４－４(５)i)ii)、４－５(４)、４－６(３)ii)、４－７(３)ほか） 

 

（２）教育実習等の１単位あたりの時間に係る改正 

改正省令により、単位の計算方法について、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要と

する内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、おおむね 15 時間から 45 時

間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって１単位として計算することとされたことか
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ら、課程認定基準における、教育実践に関する科目（教育実習、養護実習又は栄養教育実習

に係る部分に限る。）、特別支援教育に関する科目（心身に障害のある幼児、児童又は生徒に

ついての教育実習に係る部分に限る。）及び教育実習に含むことができる学校体験活動（以下

「教育実習等」という。）の１単位あたりの時間数の標準を定めること。 

（教職課程認定基準１２(１)） 

 

（３）教育研究実施組織に係る改正 

改正省令により、大学設置基準等における「教員組織」が「教育研究実施組織」に改正さ

れたことに伴い、課程認定基準等についても改正を行うこと。 

（教職課程認定基準２(４)ほか） 

 

２．適用期日 

令和６年度からの教職課程認定を受けようとする申請校から適用する。 

 

３．留意事項等 

 

（１）教職専任教員の定義について 

本改正により、従前の教職課程における「専任教員」を「教職専任教員」と名称を改め

関係規定を整理するとともに、必要教職専任教員数の４分の１の範囲内でただし書教員を

含めることができることとしたが、ただし書教員の取り扱いを除き、従前の教職課程の専

任教員の考え方自体を変更するものではないこと。 

なお、教職課程認定基準（以下「基準」という。）３（７）①において、「全学的に教職

課程を実施する組織」を新たに追加しているが、これまでも教職センター等の全学的に教

職課程を実施する組織に籍を置き、かつ認定を受けようとする学科等にも籍がある者を当

該学科等の専任教員として取り扱うことを運用上認めていることを踏まえ、本規定におい

て明確化したものであること。 

 

（２）教職専任教員の配置と教職課程の水準の維持・向上について 

本改正を踏まえ、ただし書教員を活用することにより、教職専任教員についてより効果

的・効率的に配置することが可能となるが、教職専任教員に求められる事項（基準３

（７）②～④）は従前と変更がないため、当該ただし書教員の教職課程への責任や関わり

方が緩和される趣旨ではないことに留意すること。 

また、令和４年度から義務化されている全学的に教職課程を実施する組織体制の整備

や、当該組織が中心となって実施する教職課程の自己点検・評価を活用し、大学が自主的

に教職課程の水準を維持・向上させていく取組が、引き続き重要であること。 

（３）基幹教員活用に係る本改正基準等の適用について 

本改正の適用は、令和 6 年度の開設に係る申請から適用することとしているが、ただし

書教員を教職専任教員として取り扱う場合は、改正省令による大学設置基準等の基幹教員

関係の規定を適用する大学の場合であることに留意すること。大学設置基準等の当該規定

の適用及び経過措置の取り扱いは「大学設置基準等の一部を改正する省令等の公布につい

て（通知）」（令和４年９月 30 日付け４文科高第９６３号）を参照すること。 

（４）教育実習等の１単位あたりの時間数について 

本改正により、１単位 30 時間を標準と定めているが、これを大きく下回る場合を除き

大学の判断で時間設定を行うことを妨げるものではないこと。ただし、大学設置基準等に

おける単位の計算方法が、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって

構成することを標準とする点は、従前と変わらないことについて留意すること。 

 

４．今後のスケジュール（予定） 

・令和４年 12 月 20 日（火）：教職課程に関する説明会（オンライン） 

・令和５年１月中旬～３月中旬：課程認定相談受付期間（令和 6 年度開設分） 

・令和５年３月中下旬：申請書受付（同上） 
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※ 令和 6 年度開設の教職課程に係る申請を行う予定の大学（改組等に伴う申請を

含む）は、申請・認定手続の円滑化を図るため、可能な限り説明会の視聴及び

課程認定の相談を行うようお願いします。 

 

（別添）新旧対照表 

・教職課程認定基準（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定） 

・教職課程認定審査の確認事項（平成 13 年 7 月 19 日課程認定委員会決定） 

・教職課程認定審査運営内規（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定） 

・教職課程認定大学実地視察規程（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定） 

・学科等の目的・性格と免許状との相当関係に関する審査基準（平成 23 年 1 月 20 

日課程認定委員会決定） 

 

 

 

＜本件担当＞                  

総合教育政策局 教育人材政策課         

教員免許企画室 教職課程認定係         

〒100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２  

TEL：03-5253-4111（内線 2451,2453）    

E-MAIL: kyo-men@mext.go.jp        
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